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徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

A-0

図面リスト

S =　

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

図面名称 図面名称

覆工板要領図

A-11

A-12

A-13

A-14

A-15

A-16

A-17

A-18

A-19

A-20

A-21

A-22

A-23

A-24

A-25

A-26

A-27

A-28

A-29

A-30

A-31

A-32

A-33

A-34

A-35

A-36

A-37

A-38

A-39

A-40

A-41

A-42

A-0

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

A-7

A-8

A-9

A-10

表紙

図面リスト

特記仕様書（1）

特記仕様書（2）

特記仕様書（3）

特記仕様書（4）

特記仕様書（5）

特記仕様書（6）

特記仕様書（7）

特記仕様書（8）

特記仕様書（9）

特記仕様書（10）

付近見取図

概略工事工程表

支障物件確認図

A-43

A-44

工事区分表

仮設山留め計画図

配置図

丈量図

床面積求積図・面積表

仕上表（1）

仕上表（2）

１階平面図

２階平面図

３階平面図

屋根伏図

渡り廊下-平面図

立面図（南）

立面図（東）

立面図（北）

立面図（西）

渡り廊下-立面図

断面図（1）

矩計図（1）

矩計図（2）

断面詳細図（1）

断面詳細図（2）

断面詳細図（3）

断面詳細図（4）-1

断面詳細図（4）-2

断面詳細図（5）

屋外階段断面詳細図

全体配置図

仮設計画図（参考）

仮設計画図（2）

A-45

A-46

A-47

A-48

A-49

渡り廊下-断面詳細図（1）

渡り廊下-断面詳細図（2）

１階平面詳細図（1）

１階平面詳細図（2）

点検用階段・ハト小屋 断面詳細図

通し番号 図面名称

A-50

A-51

A-52

A-53

A-54

A-55

A-56

A-57

A-58

A-59

A-60

A-61

A-62

A-63

A-64

A-65

A-66

A-67

A-68

A-69

A-70

A-71

A-72

A-73

A-74

A-75

A-76

A-77

A-78

A-79

A-80

A-81

A-82

A-83

A-84

A-85

A-86

A-88

A-87

A-90

A-89

１階平面詳細図（3）

１階平面詳細図（4）

２階平面詳細図（1）

２階平面詳細図（2）

２階平面詳細図（3）

２階平面詳細図（4）

３階平面詳細図（1）

３階平面詳細図（2）

３階平面詳細図（3）

３階平面詳細図（4）

機械置場平面詳細図

渡り廊下-１階平面詳細図

教室棟敷地廻り・中継ポンプ槽断面詳細図

渡り廊下-２・３階平面詳細図

展開図（1）１階ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ・２階ﾎｰﾙ

展開図（2）２階準備室・WC

展開図（3）３階ﾎｰﾙ・廊下・EVﾎｰﾙ

展開図（4）３階更衣室・備蓄倉庫

展開図（5）階段室

展開図（6）アリーナ

展開図（7）ステージ

展開図（8）倉庫（1）（2）

1階天井伏図

2階天井伏図

3階天井伏図

建具配置図

建具表（1）

建具表（2）

建具表（3）

建具表（4）

各部詳細図（1）

各部詳細図（2）

各部詳細図（3）

空調床下地平面図

空調床下地詳細図

ステージ床下地断面詳細図

自閉式上吊りドア（HD-3）詳細図

防火シャッター（SS-1）詳細図（1）

防火シャッター（SS-1）詳細図（2）

屋根各部詳細図（1）

屋根各部詳細図（2）

押出しセメント成形版詳細図

EXP.Jカバー・キープラン図

EXP.ｊカバー詳細図

体育器具配置図

体育器具基礎配置図

A-91

A-92

A-93

A-94

A-95

体育器具詳細図（1）

体育器具詳細図（2）

体育器具詳細図（3）

体育器具詳細図（4）

体育器具詳細図（5）

A-96

A-97

A-98

A-99

A-100

体育器具詳細図（6）

体育器具詳細図（7）

A-101

A-102

A-103

A-104

A-105

A-106

A-107

A-108

A-109

A-110

A-111

A-112

A-113

A-114

A-115

A-116

A-117

A-118

A-119

ステージ吊り物詳細図（1）

ステージ吊り物詳細図（2）

EV詳細図（1）

EV詳細図（2）

EV詳細図（3）

EV詳細図（4）

暗幕リスト

1階家具・サイン等詳細図

2階家具・サイン等詳細図

3階家具・サイン等詳細図

家具・サイン等詳細図（1）

家具・サイン等詳細図（2）

家具・サイン等詳細図（3）

改修前：外構配置図

改修後：外構配置図

部分詳細図（1）

部分詳細図（2）

A-120 部分詳細図（3）

A-121 部分詳細図（4）

南側道路工事

フェンス参考図

フェンス扉参考図

S-4

S-5

S-6

S-7

S-8

S-9

S-10

S-11

S-12

S-13

S-14

S-15

S-16

S-17

S-18

S-19

S-20

S-21

S-22

S-23

S-24

S-25

S-26

S-27

S-28

S-29

S-30

S-31

S-32

S-33

S-34

S-35

S-36

S-37

S-38

S-39

S-40

S-41

S-42

S-43

S-44

S-45

S-46

基礎リスト１

基礎リスト２

１階柱壁・２階梁伏図

２階柱壁・３階梁伏図

３階柱壁・Ｒ階梁伏図

屋根梁伏図

軸組図１

軸組図２

軸組図３

軸組図４

軸組図５

軸組図６

軸組図７

軸組図８

柱リスト

大梁リスト

小梁リスト・スラブリスト・壁リスト

雑詳細図

Ａ通架構配筋詳細図

１通架構配筋詳細図

５通架構配筋詳細図

３階鉄骨詳細図１

３階鉄骨詳細図２

屋外階段詳細図

渡り廊下　杭伏図・基礎伏図・基礎リスト

渡り廊下　伏図・軸組図

渡り廊下　部材リスト・柱脚・継手詳細図

ＷＢ通架構詳細図

Ｗ１通架構詳細図

鉄筋コンクリート構造配筋基準図６－１

鉄筋コンクリート構造配筋基準図６－２

鉄筋コンクリート構造配筋基準図６－３

鉄筋コンクリート構造配筋基準図６－４

鉄筋コンクリート構造配筋基準図６－５

鉄筋コンクリート構造配筋基準図６－６

鉄骨構造基準図７－１

鉄骨構造基準図７－２

鉄骨構造基準図７－３

鉄骨構造基準図７－４

鉄骨構造基準図７－５

鉄骨構造基準図７－６

鉄骨構造基準図７－７

S-1

S-2

S-3

ボーリング柱状図

杭伏図

基礎伏図

機械式定着要領図（同等品）

S-47 杭工法特記仕様書（同等品）

S-48 杭頭補強要領図１（同等品）

S-49 杭頭補強要領図２（同等品）

S-50 杭頭補強要領図３（同等品）

S-51 合成床版基準図（同等品）

図面名称

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

10

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

通し番号

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

通し番号図面番号 図面番号 図面番号

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

通し番号

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

図面番号

A-122

A-123

A-124
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特　　記　　事　　項章 項　　目 特　　記　　事　　項 章 項　　目 章 項　　目 特　　記　　事　　項

特　記　事　項項　　目

一　

章　
　

一　

般　

共　

通　

事　

項

　ならない。

　いて，写真等の資料を整備及び保管し，監督員の請求があったときは，直ちに提示しなければ

　該作業を指揮する者を定め，指揮者の合図により行わなければならない。また，作業状況につ

◎受注者は，機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は，当

　含む。）を行うときは，当該作業を指揮する者を定め，監督員に報告しなければならない。

　けの作業を含む。）又は貨物自動車から卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの作業を

◎受注者は，重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業（ロープ掛けの作業及びシート掛

◎受注者は，輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため，重機回送時の高さ，移

　動式クレーンのブームの格納，ダンプトラックの架台の下ろし等について，走行前に複数の作

　業員により確認しなければならない。

◎受注者は，トラック（クレーン装置付）を使用する場合は，上空施設への接触事故防止装置

　（ブームの格納忘れを防止（警報）する装置，ブームの高さを制限する装置等）付きの車両を

　原則使用しなければならない。なお，使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。

◎休日，夜間に作業を行う時は，事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。

◎受注者は，工事期間中安全巡視を行い，工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い，安

　全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から，資機材の保管状況等についても

　併せて確認すること。また，監督員から「資機材保管計画書」（自由様式）の提出を求められ

　た場合には，速やかに提出すること。

　講じ安全確保を図り，施工手順について監督員の承諾を得たうえで，指定された時間に行うこ

　と。

  資材落下に対する措置を講じなければならない。特に，飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ

　シート等の資機材については，足場の上に仮置きせず，設置又は荷下ろしするまでは，番線等

　により固定を行うこと。また，強風，大雨，大雪等の悪天候のため，作業の実施について危険

◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階（天井）のスラブはつり工事は，原則禁止と

　する。やむを得ず行う場合は，飛来落下の危険を生じるおそれがあるため，適切な防護措置を

◎受注者は，足場を設置する場合は組立，解体時において，作業前に施工手順を確認し，倒壊や

  が予想されるときは，作業を中止すること。

(1)工事による発生材のうち，文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については，

建物名称

I．工事概要I．工事概要

1．工事名称

2．工事場所

3．建物概要

4．工事種目
種　　目 工　事　概　要

構造・規模

敷地面積

延床面積

消防法施行令別表第1の区分

5．その他 本工事は，資材価格高騰に対する特例措置について（令和4.12.9建設第686号）に基づく

特例措置の対象工事である。

1．適用基準 図面及び特記仕様に記載されていない事項は，すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に

よる。

II. 営繕工事共通仕様書

　・　公共建築工事標準仕様書（建築工事編）　　　　　　令和4年版（以下「標仕」という。）

　・　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）　　　　令和4年版

　・　公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　　　　令和4年版

　・　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）　　令和4年版

　・　公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）　　令和4年版

　・　木造建築工事標準仕様書　　　　　　　　　　　　　令和4年版

　・　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）　　　　令和4年版

　・　公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）　　　　令和4年版

　・　敷地調査共通仕様書　　　　　　　　　　　　　　　令和4年版

また，次の図書（国土交通大臣官房官庁営繕部監修）を参考とする。

　①　建築工事監理指針（令和4年版）（以下「監理指針」という。）

　③　電気設備工事監理指針（令和4年版）

　②　建築改修工事監理指針（令和4年版）

　④　機械設備工事監理指針（令和4年版）

　・　公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）　　　　令和4年版（以下「改標仕」という。）

　・　建築工事標準詳細図　　　　　　　　　　　　　　　令和4年版（以下「標準図」という。）

2．優先順位

       　する。

　　（d）訂正時は，適宜とする。

　　 なお，変更登録は工期，技術者に変更が生じた場合に行うものとし，請負代金額のみの変

     更の場合は，原則として登録を必要としない。

4. 工程表

（1）受注者は，請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に，

     工事実績情報サービス（コリンズ）に基づき，工事実績情報として「登録のための確認の

     お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上，次の期限までに登録機関に登

     録しなければならない。

3. 工事実績データの登録

設計図書の優先順位は，次の順とする。

に提出すること。

受注者は，設計図書に定めのある場合，又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除

き，工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。

なお，工事開始日とは，契約書に明示した着工の日（特記仕様書において着工の日を別に定め

た場合にあっては，その日）をいう。

（2）受注者は，実績登録完了後，登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には，

     速やかに監督員に提示しなければならない。

　①　質問回答書（②から⑤に対するもの）　

　②　補足説明書

　③　特記仕様書（営繕工事共通仕様書を含む）

　④　図面

　⑤　公共建築工事標準仕様書等

5. 工事の着手

◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書6. 施工計画書等

  並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し，監督員の承諾を受けること。

◎上記の施工計画書には，「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。

◎施工図，現寸図，見本等を，工事の施工に先立ち作成し，監督員の承諾を受けること。

◎受注者は，本工事の一部を下請に付する場合は，工事の施工に十分な能力と経験を有した者を7. 下請負人の選定

　選定すると共に，徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め

  なければならない。なお, 請負対象額（設計金額）が１億円以上の工事については，徳島県内

  に主たる営業所を有するもの以外と下請契約する場合に, 県内業者を選定しない理由を記した

  理由書を事前に監督員に提出しなければならない。

◎受注者は，本工事の全部若しくは一部について，指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締

  結してはならない。（なお，有資格業者とは，建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指

  名競争入札参加資格審査要綱（昭和58年1月18日徳島県告示第50号）第5条の規定により参加資

  格の認定を受けた者をいう。）

8. 施工体制台帳及び

　 施工体系図

(1)施工体制台帳の作成

   受注者は，下請契約（以下の(3)及び(4)の場合を含む。）を締結した場合は，施工体制台帳及

　 び再下請負通知書（以下「施工体制台帳」という。）を自らの責任において作成・保存すると

   ともに，施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。

(2)施工体系図の作成及び掲示

   受注者は，下請契約（以下の(3)及び(4)の場合を含む。）を締結した場合は，各下請負者の施

   工の分担関係を表示した施工体系図を作成し，公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す

(3)警備業者の記載

   受注者は，交通誘導警備員を配置するときは，警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図

   を作成・保存しなければならない。

(4)運搬業者の記載

   受注者は，土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは，運搬業者を含めて施工体制台帳及

   び施工体系図を作成・保存しなければならない。

(5)施工体制台帳及び施工体系図の提出

   受注者は，施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを，下請契約を締結したときは下請契約

   日から，内容に変更が生じたときは変更が生じた日から，いずれも土曜日，日曜日，祝日等を

　 ただし，提出日について，監督員が承諾したときはこの限りではない。

(6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示

   受注者は，再下請負通知書を提出する旨の書面を，工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな

   ければならない。

   る法律に従って，工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

◎電気保安技術者は次の者とし，必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により，監

  督員の承諾を受けること。

　・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は，その電気工作物の工事に必要な電気主任

　　技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。

　・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は，第1種又は第2種電気工事士の資格を有す

　　る者とする。

9. 電気保安技術者等

10. 施工中の安全確保

  もに, 施設の運営に支障がないよう，受注者の負担でその都度補修又は補償すること。

  な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと

◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう

  物の種類，位置（平面・深さ），規格，構造等を確認しなければならない。

◎地下埋設物への影響が予想される場所では，施工に先立ち，原則として試掘を行い，当該埋設

  確認を受けてから工事着手すること。

　仮設材設置を含む）着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し，監督員の

◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事（仮囲い等

　法令に従い適切に処理すること。

　第496号）, 建設副産物適正処理推進要綱（平成5年1月12日 建設省建経発第3号）その他関係

　制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱（令和元年9月2日付け国土交通省告示

◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規

◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。

　添付すること。

　札には現場代理人，監理技術者，主任技術者の別，氏名，会社名，工事名を記載し，顔写真を

◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名

  知徹底すること。

◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周

◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め，監督員に報告すること。

◎受注者は，高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は，墜落防止に留意し，作業日毎に「墜落防

　止チェックシート」を活用して点検を行い，その記録を保管すること。

◎仮囲いを設置する場合は，設置後に「営繕課発注現場安全再確認シート」を活用して点検を行

　い，その記録を保管すること。

11. 交通安全管理 ◎輸送災害の防止

  受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打

  合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交

  通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て,

  災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え

  るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員

  に報告しなければならない。

◎過積載による違法運行の防止

  受注者は，過積載による違法運行の防止に関し，特に次の事項について留意し，下請負業者

　を指導すること。

　・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと

　・さし枠装備車，不表示車は使用しないこと

　・過積載車両，さし枠装備車，不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと

  ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては，下請事業者及び骨材納入業者の利益を不

　　当に害さないこと

  ・過積載による違法通行により，逮捕または起訴された建設業者は，指名停止措置を講ずる

　　場合がある

◎発生材の処理等は，次により適正に行う。

(2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利

   用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要
   綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は，工事で発生する産業廃棄物を保管す

   る場合，または自ら運搬する場合等においては，廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12

   条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては，監督員に報告し指示を仰ぐ

   こと。

   による。

   の指示に従うこと。

   する法律をはじめとする関係法令に基づき，作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該

   当する機器については，家電リサイクル法により処理すること。

   （様式3），産業廃棄物は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により，適正に処理されてい

　 るか確認するとともに，監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお，

　 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。

   棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。

(3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については，各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃

(4)建設発生土の処理については，各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」

(5)解体前に，照明器具，変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し，有れば，監督員

(6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は，フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関

(7)受注者は， 建設副産物が搬出される工事にあたっては，建設発生土は建設発生土搬出調書

12. 発生材の処理等

徳島市国府町中

体育館棟

ＲＣ造一部Ｓ造　　地上３階

1,323.63（m2）

（６）項　ニ

新築工事

新築工事

新築工事

解体・新築工事

建築

電気設備

機械設備

外構

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議すること。

既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について関
係者と協議すること。

◎

事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を施設管
理者と協議すること。

◎

給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認すると
ともに,事故により漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協議す
ること。

◎

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

A-1

特記仕様書（1）

S =　

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

体育館棟：1,810.18（m2）　渡り廊下：65.86（m2）　校舎棟一部：10.14（m2）

　・　建築物解体工事共通仕様書（令和4年版）・同解説　 令和5年版

  　（a）受注時は，契約後，土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内とする。

　　（b）登録内容の変更時は，変更があった日から土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内と

　　（c）しゅん工時は，工事しゅん工承認後，土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内とする。

　   なお，変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は，変更時の提示を省略できる。

受注者は，契約書に基づく工程表を契約締結後14日（土曜日，日曜日，祝日等を除く。）以内

   除き14日以内に監督員に提出し，確認を受けなければならない。

　 報告及び引き渡しを要する。
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16. 建設機械等

  規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。

  された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし，騒音

  ない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定

  機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されてい

  人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設

  省告示 平成13年4月9日改正）」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理

  本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（国土交通

◎低騒音・低振動型建設機械

  において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。

  設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場

  とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建

  審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等

  間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術

  公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民

  とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度

  第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械

  本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3.10.8 建設省経機発

◎排出ガス対策型建設機械◎資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「資源有効利用促進法」という。）及び建設工

  事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という」。）に基づく

  対応は，以下のとおり行うこと。

 （1)受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に

     関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第19号）第8条で規定

     される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事（以下「一定規模以上の

     工事」という。）において，コンクリート（二次製品を含む。），土砂，砕石，加熱アス

     ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には，（一財）日本建設情報総合セン

     ターの建設副産物情報交換システム（以下「COBRIS」という。）により再生資源利用計画

 （2)受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る

     の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第20号）第7

     条で規定される工事又は一定規模以上の工事において，建設発生土，コンクリート塊，ア

     スファルト・コンクリート塊，建設発生木材，建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か

 （3)受注者は，上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示

     も可）すること。

 （4)受注者は，上記計画書に変更が生じた場合は，速やかに計画を変更し，その変更の内容を

     監督員に報告すること。

 （5)受注者は，工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実

     施書を作成し，監督員に提出すること。

 （6)受注者は，上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。

 （7)受注者は，COBRISの入力において，資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について，

     その施設名，施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし，バージン材を使用する生

     コンクリート及び購入土を除くものとする。

     ら搬出する場合には，COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し，監督員に提出する

     こと。

     書を作成し，監督員に提出すること。

◎建設リサイクル法通知済証の掲示
　受注者は，建設リサイクル法に基づく対象建設工事（特定建設資材を用いた建築物等に係る

  解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって，その規模が建設リサ

  イクル法施行令で定める基準以上のもの）においては，工事現場の公衆の見やすい場所に工

  事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し，工事しゅん工検査が終了するまで

  また，「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし，「徳島

  県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】｣に基づき提出すること。なお，「建設リサイク

  ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。

  存置しておかなければならない。

13. 材料・製品等 ◎本工事に使用する建築材料，設備機材等（以下「建材等」という）は，設計図書に規定する

　所要の品質及び性能を有するものとする。

◎受注者は，建材等の発注の際には，発注前に，品質及び性能に関して記載された工種別施工

  計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし，設計図書に定

  めるJIS又はJASの材料で，JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ

  め監督職員の承諾を受けた場合は，この限りでない。

　なお, 各専門特記仕様書中，「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人

　公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿（最新版）」及び「設備機材等評価名簿（最新

　版）」記載品を指すものとする。 

      に，確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければならない。

      の資材を使用する場合は, 県内産資材を使用できない理由を施工計画書に記載すると共

      載するものとする。また，請負代金額が500万円以上の工事について, 県内産資材以外

　(2) 受注者は，木材以外の建設資材について，県内産資材であることの別を施工計画書に記

      なお, WTO対象工事については, 県内産資材を優先して使用するよう努めるものとする。

      を使用しなければならない。ただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない。

　(1) 受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材

◎県内産資材の原則使用

県内産資材（次のいずれかに該当するもの）

（1） 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品

（2） 徳島県内の工場で加工，製造された製品

　注1 部材，部品が県外製品であっても，県内の工場で加工，製造した製品（二次

      製品）であれば県内産資材として取り扱う。

　注2 県内企業が県外に立地した工場（自社工場）で加工，製造した製品も県内産

      資材として取り扱う。

　注3 公共建築工事標準仕様書その他関連する示方書等の基準を満たす資材，製

      品であること。

◎県内企業調達建材等の優先使用

◎県内産再生砕石の原則使用

　受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設（廃棄物の処理及び清掃に関す

14. 化学物質を発散する

　　建築材料等

15. 施工

  る法律（昭和45年法律第137号）第15条第1項に基づく許可を有する施設（同法第15条の2

  の6第1項に基づく変更の許可において同じ。））で製造された再生砕石を原則として使用

  しなければならない。

◎アスファルト舗装の材料

  受注者は，加熱アスファルト混合物を使用するときは，原則として，「徳島県土木工事用

  生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され

  た合材を原則として使用しなければならない。

◎本工事に使用する建築材料は，設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし，

　(1)合板，木質系フローリング，構造用パネル，集成材，単板積層材，MDF，パーティクル

　　 ボード，その他の木質建材，ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は，ホルムアルデヒドを発散

     しないか，発散が極めて少ないものとする。

　(2)保温材，緩衝材，断熱材は，ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか，発散が極

     めて少ないものとする。

　(3)接着剤は，フタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－2－エチルヘキシルを含有しない揮

     発性の可塑剤を使用し，ホルムアルデヒド，アセトアルデヒド，トルエン，キシレン，

     エチルベンゼンを発散しないか，発散が極めて少ないものとする。

　(4)塗料（塗り床を含む）は，ホルムアルデヒド，トルエン，キシレン，エチルベンゼンを

     発散しないか，発散が極めて少ないものとする。

　(5)(1)，(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具，書架，実験台，その他の什器等
     は，ホルムアルデヒドを発散しないか，発散が極めて少ないものとする。

◎設計図書に疑義が生じたり，現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難

◎工事現場に監督員は常駐できないので，疑問な点，その他打合せ決定を要する事項は，監督

　員の出向いた時，又は営繕課へ問い合わせ，工事に遺漏のないようにすること。

◎品質管理は，適切な時期に品質計画に基づき，確認，試験又は検査を行うこと。結果が管理

　値を外れるなど疑義が生じた場合は，品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また，

　その原因を検討し，再発防止のための必要な処置をとること。

◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合

  は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直

  し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。

◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については，工事着手前に資格者

　名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。

  受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等（以下，「県内企業調

　達建材等」という。）を優先して使用するよう努めなければならない。また，県内企業調

　達建材等の別を工種別施工計画書に記載するものとする。 

  なお, 県内企業調達建材等以外を使用する場合は, 県内企業調達建材等を使用しない理

  由を工種別施工計画書に記載し，監督員の承諾を得なければならない。

◎設計図書（各施工計画書を含む）に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員

  の検査等を受け，承諾を受けて次の工程に進むこと。

◎試験等によらなければ確認できない工事（製品）については, 試験等計画書（施工計画書

  に記載）を提出し，監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。

　次の（1）から（5）を満たすものとする。

　又は不都合な場合が生じたときは，標仕記載の「疑義に対する協議等」による。

  25年法律第226号）に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。

  また，受注者は，県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。

　受注者は，ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は，地方税法（昭和

◎不正軽油の使用禁止

◎特定自主検査

  本工事で使用する建設機械（労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機
  械）は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書（検査記録

  表）の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。

  (2) 「県産木材」とは, 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり, 「徳島県内の森

　　　林で育成した木材」とは次のことである。

◎県産木材の原則使用

　(1) 受注者は, 工事目的物及び指定仮設で木材を使用する場合並びにコンクリート打設用型

　　　枠を使用する場合, 原則として県産木材を使用しなければならない。ただし, 特段の理

　　　由がある場合にはこの限りでない。

　    (a) 徳島県木材認証制度により, 県内産であることが「産地認証」された木材

　    (b) (a)以外において, 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材

  (3) 受注者は, 請負代金額が500万円以上の工事について, 県産木材以外の木材を使用する場

　　　合は, 県産木材を使用できない理由を施工計画書に記載すると共に，確認資料を事前に

　　　監督員に提出し, 承諾を得なければならない。

  (4) 受注者は, 県産木材を使用する前に, 徳島県木材認証機構から発行される「産地認証証

　　　明書」の写しにより県産木材であることを示す書類を監督員へ提出しなければならない。

  (5) 県内の森林から直接調達するなど, 前項により難い場合は木材調達先の産地及び相手の

　　　氏名等を記入した書類を監督員へ提出しなければならない。 

◎製材等（製材, 集成材, 合板, 単板積層材）, フローリング, 再生木質ボード（パーティク

　ルボード, 繊維板, 木質系セメント板）については, 合法性に係る確認（「産地認証」及び

　「品質認証」を含む。）が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理

　由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承

　諾を得るものとする。

　また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の

　「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン（平成18年2月15日）」

　に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし，平成18年4月

　1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ

　いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日

　より前に契約を締結していることを記載した場合には，上記ガイドラインに定める合法な木

　材であることの証明は不要とする。

◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて，当該製品

  の仕様及び指定工法による。

17. 遠隔臨場の試行 ◎受注者は，当初請負対象金額（設計金額）が税込7千万円以上の場合において，「営繕工事の

18. 工事看板等 ◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。

◎受注者は，本工事において使用する工事看板・バリケード等については，県産木材を用いた木

  製品を優先して使用するよう努めなければならない。県産木材を購入した場合，受注者は，工

  事完了後「任意仮設における県内産木材購入実績報告書」を監督員へ任意で提出すること。

◎受注者は，監督員から渡される「技能労働者への適切な賃金水準の確保等に関するポスター

  （A3）」を現場関係者が見やすい場所に掲げるとともに，掲示状況を工事写真として提出しな

  ければならない。ただし，次のいずれかに該当する工事は対象外とする。

　(1)区画線工事，舗装工事，標識設置工事，照明灯工事

　(2)当初請負金額が200万円未満の工事

19. 仮設トイレ ◎受注者は仮設トイレを設置する場合，次のとおりとしなければならない。

　ただし, 特段の理由がある場合はこの限りではない。

　　原則として「快適トイレ」を設置しなければならない。また，現場従事者に女性が含まれる

    場合は，原則として「女性専用トイレ（快適トイレ）」を設置しなければならない。

  受注者は, 仮設トイレを設置した場合, 「仮設トイレ設置報告書」を監督員に提出しなければ

  ならない。

　なお, 洋式トイレとは, 和式トイレの便座部分を洋式化したトイレのこと。
  快適トイレとは, 洋式トイレのうち, 防臭対策・施錠の強化などが実施された, 女性が利用し

  やすい仮設トイレのこと。

20. 設計変更箇所確認 ◎設計事務所による工事監理がある場合，受注者は，工事監理業務受注者が作成する設計変更箇

　所一覧表の内容について，監督員，工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。

　また，工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員，工事監理業務受注者ととも

  に，書面により確認すること。

21. 工事検査及び技術検査 ◎次表により中間検査の対象工事となった場合は, 原則として次表の実施回数以上の中間検査

  を実施するものとする。ただし, 工事検査員が認める場合は，一般入札工事に限り，これに

  よらないことができる。

当初請負対象額 一般入札工事 低入札工事 

3千万円未満 － 1回

3千万円以上5千万円未満 － 2回

5千万円以上1億円未満  1回 2回

1億円以上             2回 3回

(注)低入札工事とは, 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう。

　　一般入札工事とは，低入札工事以外の工事をいう。

◎中間検査の実施時期は，当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし，契約

  締結後速やかに監督員と協議すること。

◎中間検査が部分払検査と同時期になる場合は，中間検査を省略することができる。

◎基礎杭工事を含む工事については，請負対象額にかかわらず，基礎杭工事完了後，中間検査

  を実施する。

◎外壁改修工事等において，足場が撤去されしゅん工検査時に検査員による出来形等の現場確

  認ができなくなるおそれがある場合は，当初請負対象額に関係なく，中間検査の実施につい

  て監督員と協議すること。

受領書の交付
受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づき,
速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。

◎

再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等
受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場合
は,工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等
の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて,法令等
に基づき確認しなければならない。また確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に
提出するとともに,工事現場において公衆の見やすい場所に揚げなければならない。

◎

建設発生土の運搬を行う者に対する通知
受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載があ
る場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等（搬出先の名称及び所在地,搬出量）と,前
項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければならない。

◎

建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等
受注者は建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令等に
基づき,速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再生資源利
用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを提出しなけ
ればならない。

◎

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

A-2

特記仕様書（2）

S =　

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

  遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施しなければならない。

　・当初請負対象金額（設計金額）3千万円以上の工事



NON

　学校以外：ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン

・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準（平成13年　国土交通省告示第

　1347号）第56-3（3）「ロ　測定の方法」において定められた方法

測定は，次のいずれかにより行う。

章 項　　目 特　　記　　事　　項 章 項　　目 特　　記　　事　　項

一　

章　
　

一　

般　

共　

通　

事　

項

22. 完成図等 ◎電子納品：対象

◎提出書類

    図版とする ）　

◎受注者は，原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査，

　設計，工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品（以下「電子納品」という。）

　すること。

　　小黒板情報電子化

23. デジタル工事写真の

24. 火災保険

◎受注者は，デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は，監督員の承諾を得

　たうえで，デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下，「対象工事」という）とす

　ることができる。

◎対象工事は，徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運

　用について（県土整備部）」に記載された全ての内容を適用することとする。

◎火災保険

  本工事の着手に際し, 火災保険等（火災保険，建設工事保険その他の保険（これに準ずるもの

　を含む。））を請負額に応じて付保する。（標準請負契約約款 第55条）

　(2)付保除外工事

　(1)対象物　

　　 工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）について付保する。

　　 次に掲げる単独工事については，付保を除外できる。

     ・杭及び基礎工事　・コンクリート躯体工事　・屋外付帯工事　

   　・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合（外壁補修工事等）

　(3)付保する時期及び金額

     鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 

     請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当

     額を付保する。

　(4)保険終期

     工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長

　　 する。

　(5)その他

　　又は工事妨害の排除

25. 公共事業労務費調査

26. 暴力団からの不当要求

  調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合，

  受注者は，その実施に協力しなければならない。また，本工事の工期経過後においても，同様

  とする。

　公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう，受注者は，

  労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等日頃より使用し

  ている現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。

  受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は，当該下請工事の受注者

  （当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む）が前述と同様の義務を負う旨を定めな

  ければならない。

　 いう。）を受けた場合（（2）に規定する場合は，下請負人から報告があったとき）には，そ

   の旨を直ちに発注者に報告するとともに，併せて所轄の警察署に届け出なければならない。

(4)受注者は，排除対策を講じたにもかかわらず，工期に遅れが生じるおそれがある場合には，

   発注者と工程に関する協議を行い，その結果，工期内に工事が完成しないと認められる場合

   は，「徳島県公共工事標準請負約款」（以下「約款」という。）第22条の規定により，発注者

   に工期延長の請求を行わなければならない。

(5)受注者は，暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は，その旨を直ちに報告し，被害届

   を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。

(6)受注者は，前項被害により，工期に遅れが生じるおそれがある場合は，発注者と工程に関する

   協議を行い，その結果，工期に遅れが生じると認められた場合は，約款第22条の規定により，

   発注者に工期延長の請求を行わなければならない。

(2)受注者は，本工事の一部を下請に付する場合，下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等

(3)受注者は，発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
   からの不当介入を受けたときは，受注者にその旨を報告することを義務付けしなければならない。

◎当初請負対象金額（設計金額）が税込1,000万円以上の工事において，公共事業労務費調査の対

  象工事となった場合は，受注者は，調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等，

　必要な協力を行わなければならない。また，本工事の工期経過後においても，同様とする。

(1)受注者は，工事の施工に関し，暴力団等からの不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」と

     ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払

       の書類に添付する。

     ・建設工事保険に付保した場合は，火災保険に付保したものとみなす。
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Ⅲ．建築工事特記仕様書

1．施工条件

2．交通誘導警備員 ◎交通誘導警備員

  交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員を配置すること。

　　行う場所に一級又は二級の検定合格警備員の配置が

　　（ 義務付けられている ・ 義務付けられていない ）。

  ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し

　　等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること。

  ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し，かつ，監督員

　　等の請求があるときは，これを提示すること。

  ・受注者は，発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない。

　　該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）も同様の義務を負う旨を定めなけ

　　ればならない。

  ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料（勤務

  ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を

　　伝票の写し）とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。

◎産業廃棄物の種類ごとに次の処分場を指定する。

種　　類 処分許可業者の会社名

(処分区分)
優良

処　　分　　地

所　　在　　地 運搬距離
(km) (税抜，円)

処分費
単位

コンクリート

  （無筋）
○

名西郡石井町高川原字高川原1696-1
t4. 2 900

　　　  であることを示す。

  （注）表中「優良」欄に丸印の入っている業者は，「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者」

◎建設発生土の処理については,「三章 土工事」に記載している。なお,場外拠出が指定されて

　いる場合において，指定された処分場以外で処分する場合は監督員の承諾を得ること。なお，

　増額変更の対象とはしない。

3．産業廃棄物の処理

4．建設発生土の処理

○ ○ ○

○ ○ ○

○

○

○

○ ○ ○

○

○

○

○ ○ ○

○

○

○

◎他工事との取り合い区分

建築工事 電気工事 管 工 事 空調工事 そ の 他

梁, 壁, 床スリーブ入れ

　同上穴埋補修

スリーブ開口補強(鉄筋)

　同上(リンブレン等)

床, 天井点検口

設備機器天井開口墨出

　同上切込み及び開口補強

縦樋(GLまで)

盤, 便器等の箱入れ

  同上補強

給排気ガラリ取り付け

空調機器類の基礎工事

衛生器具取付のブロック壁 
空洞部分のモルタル埋め

5．他工事との取り合い

　　の濃度測定

◎建物の用途により以下の物質の室内濃度を測定すること。

　学　　校：ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・スチレン

　　　　　　・エチルベンゼン

　採取器具は受注者にて用意すること。

測　　定　　対　　象　　室 測定箇所数

・パッシブ型採取機器を用いる方法

　パッシブ型採取機器を用いる場合は，次の要領により行う。
　(1)30分間換気
　　 測定対象室のすべての窓及び扉（造り付け家具，押入等の収納部分の扉を含む）を開放

　　 し，30分間換気する。
　(2)5時間閉鎖
　　 （1）の後，測定対象室の全ての窓及び扉を5時間閉鎖する。ただし，造り付け家具，押入

　　 等の収納部分は開放したままとする。
　(3)測定
　　 イ（2）の状態のままで測定する。

     ロ 測定時間は， 原則として24時間とする。ただし， 工程等の都合により24時間測定が

        行えない場合は，8時間測定とする。

　      なお，8時間測定の場合は午後2時～3時が測定時間帯の中央となるよう，10時30分～

        18時30分までの時間帯で測定する。

　　 ハ 測定回数は1回とし，複数回の測定は不要とする。
     ※（1），（2），（3）において， 換気設備又は空気調和設備は稼働させたままとする。
        ただし， 局所的な換気扇等で常時稼働させないものは停止させたままとする。
　(4) 分析
　　  測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取器を分析機関に送付し，濃度を分析する。
  (5) 測定結果の提出
　　  測定後，測定結果を監督員に提出すること。

　すること。

◎測定結果が厚生労働省の指針値を超えていた場合は，現場監督員と対応方法について協議

6. 室内空気中の化学物質

2階：アリーナ 4箇所

1階：階段下倉庫 1箇所

2階：準備室 1箇所

3階：備蓄倉庫 1箇所

名西郡石井町高川原字高川原1696-1

コンクリート

  （有筋） 　（中間処分）
○

名西郡石井町高川原字高川原1696-1
t4. 2 1,300

名西郡石井町高川原字高川原1696-1

アスファルト

　（中間処分）
○

名西郡石井町高川原字高川原1696-1
t4. 2 1,000

名西郡石井町高川原字高川原1696-1

金属（ 処分）
○ t0

ガラス
t20.3 5,640

板野郡松茂町豊久字朝日野6番の地先

木材
○ t13. 4

徳島市津田海岸町2番90号

板野郡松茂町豊久字朝日野6番の地先

徳島市津田海岸町2番90号
10,000

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

A-3

特記仕様書（3）

S =　

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

 ◎施工条件は次による。

【関連工事に関すること】

   混雑する。よって原則通学(通勤)時間帯における工事関係車両の入退場及び工事用資機材

   装丁すること。

【施工計画・施工図等に関すること】

(3) 狭い学校敷地内を工夫しながら学校運営(授業・各種行事)を行っていることから，
   得られた場合や，夜間又は休日作業となる工程についてはこの限りでない。
(2) 作業時間は，原則9:00～18:00までとする。ただし，事前に学校管理者と協議し承諾を

   また変動する場合もあるので十分注意すること。
   ※基本的な通学時間帯は次のとおりである。詳細な時間帯は学部や曜日により異なり，

   さないように十分注意し施工するものとする。

【工事工程に関すること】
(1) 上記関連工事と施工上の各種調整を入念に行い，現場納まり上のトラブル，
   工程の遅延防止等に努めること。
(2) 本工事の受注者は，現場の着手にあたり，(本工事に係る)建物完成までのマスター
   工程表を作成し，上記関連工事の受注者に共有の上，特定の工事(ひとつの工事)
   工程にしわ寄せがくることがないよう，工程の調整を入念に行うこと。

   また，完成したマスター工程表は適宜フォローアップし，最終版を竣工書類に
   ※マスター工程表は可能な限り日付を詳細に書き記したものとすること。

【工事現場の状況・施工上の制約等に関すること】
(1) 本工事対象施設は，特別支援学校の中でも児童数，生徒数及び職員数が県内最大規模
   の学校であることから，通学(通勤)時間帯においては，校内をはじめ学校周辺が非常に

   の搬入・搬出は行わないこと。

   工事区域外における行為(工事車両の通行等)で学校敷地内を使用する場合は，事前に
   学校管理者にその概要を説明し，承諾を得ること。

   を1段延べ41.7m設置するものとする。

【安全対策その他】

(3)

   ・登校 8:30～9:30・下校 13:30～15:30

(6)工事対象施設内では，工事区域外への無用な立入りは厳に禁ずるものとする。

   を行い，その結果を仮設計画・施工計画・施工図等の作成に活用すること。

本工事の外部足場が道路に接しているため，落下防止の措置として図示の範囲に朝顔養生

　　波形亜鉛鉄板H=1.8m，延長82.4m，キャスターゲートW=9m 1箇所)また，設置した仮設物に
　　ついては，異常の有無について常時点検し，倒壊や飛散の防止に努めること。

(3) 実施工程表は，マスター工程表をフォローする月間工程表，更にこれをフォローする
   週間工程表を定期的に作成の上，工事関係者(発注者の監督員，学校管理者，工事監理者)
   へ提出し，承認を得ること。

(4) 本工事は，学校運営が継続している状態での工事となることから，学校運営に影響を
   及ぼす資機材の搬出入，騒音，振動，既存建物の停電，断水等を伴う工程は，事前に
   学校管理者にその概要を説明し，承諾を得ること。
(5) 学校行事(授業，体育祭，文化祭，参観日等のイベント等)により施工時期が制限され
   る場合があるので，施設管理者との調整・情報共有を行い，工程の遅延防止に努めること。

(1) 現場着手前に工事範囲について入念な現地調査を行うと共に、施設管理者へのヒアリング

(2) 工事の施工に必要な各種施工図・総合図等の作成に当たっては，関連工事との納まり等を
   当該工事関係者間で入念に調整・検討を施すこと。特に，建物内の隠ぺい部分（天井裏等）
   においては，建物躯体（梁・壁等）をはじめ，各種設備機器や配管・配線類が混在して
   設置・敷設されることから，関連工事の各々がこれらの状況を把握し，各種規定の遵守
   や機能が確保・発揮される納まりを目指し，また，完成後の維持管理にも配慮された納ま
   りとなるよう，入念に調整・検討を施すこと。

(1) 工事の施工に当たっては工事進入ゲートに交通整理員を配置し，一般交通等に支障を及ぼ

(2) 徒歩で通学する児童・生徒に配慮し，児童等の通学の安全を確保すること。

(4) 本工事施工中，第三者への危険防止の措置として，図示により敷地周囲に飛散防止のための

(5) 一般道路の清掃，粉じんの抑制に努め，破損した場合は施工者の負担にて補修を行うこと。

　　仮囲い（成形鋼板・波形亜鉛鉄板）を設置するものとする。(成形鋼板H=2m，延長89.2m，

　・竣工図（製本3部，電子データ2部）（サイズ：監督員からの指示による）

　・工事写真（電子データ2部）

　・使用材料一覧表（竣工図表紙裏面に貼付），電子データ2部）

◎既存埋設管等の状況について，現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。

　出来形が写真で的確に確認できること。

◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。

着　手　前

区　　　分 サ　イ　ズ

カラー, 手札版又はサービスサイズ

カラー, 手札版又はサービスサイズ

カラー, 手札版又はサービスサイズ完　成　写　真

◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き，専門家によらないものとする。 

施　工　中

  完成写真については, 工事目的物の状態が，資機材, 施工状況等については，不可視部分の

◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。

　リジナル形式をCD-R等に保存する。

　しゅん工図データは，関係図面（データ貸与）を修正して作成し，PDF形式，SFC形式及びオ

◎しゅん工図は関係図面（データ貸与）を修正して作成すること。

　・保全に関する資料

　・その他監督員の指示する図書（必要部数）

・Ｒ７営繕 国府支援学校 徳・国府 体育館棟新築工事電気 令和７年度第一四半期発注予定
・Ｒ７営繕 国府支援学校 徳・国府 体育館棟新築工事管 　令和７年度第一四半期発注予定
・Ｒ７営繕 国府支援学校 徳・国府 体育館棟新築工事空調 令和７年度第一四半期発注予定

　上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが, 増額変更の対象とはしない。

  また, この場合, 処分単価の見積書を求め, 減額変更を行うことがある。

　なお, 上記の処分場が徳島県優良産業廃棄物処理業者（以下, 「優良産廃処分業者」という。）

　に認定されているとき, 処分場を変更する場合は原則として優良産廃処分業者に変更すること。

　ただし, 諸般の事情により優良産廃処分業者以外の処分場で処分を行う場合は, 理由書を監督

　員に提出すること。

　また，コンクリート・アスファルト類の搬出先については，中間処理施設のみとする。

　木材については，50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする。

種　　類 処分許可業者の会社名

(処分区分)
優良

処　　分　　地

所　　在　　地 運搬距離
(km) (税抜，円)

処分費
単位

廃プラ
m359. 3

三好郡東みよし町昼間字カドタ305-2
16,000

三好郡東みよし町昼間字カドタ305-2

汚泥
t

石膏ボード
t

アスベスト
含有成形板等 79. 9

三好市山城町寺野字大休場956
36,000

三好市山城町寺野字大休場956

60,000
三好市山城町寺野字大休場956
三好市山城町寺野字大休場956 79. 9

m3

m3

四国ﾘｻｲｸﾙ（株）

四国ﾘｻｲｸﾙ（株）

（財）徳島県環境整備公社（徳島東部）

（有）徳島興産

(株)リリース

（株）明和ｸﾘｰﾝ

板野郡松茂町豊久字朝日野6番の地先
板野郡松茂町豊久字朝日野6番の地先

20.3 12,800

廃石綿等 （株）明和ｸﾘｰﾝ

（有）山一建設

（財）徳島県環境整備公社（徳島東部）

三木資源（株） 徳島市昭和町8丁目27番地
徳島市昭和町8丁目27番地

11.3

阿波市市場町香美字西原284-1
阿波市市場町香美字西原284-1

21.5 15,000

　（中間処分）

　・警備員は, 延1,200人を見込んでいる。

　　また，対象工事の一部について下請負契約を締結する場合は，当該下請負工事の受注者（当

四国ﾘｻｲｸﾙ（株）



NON

  なお，指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。

  技能士番号等県が指定した内容を記載した名札等により，資格を明示するものとする。

  対して，施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。技能士は，氏名，検定職種，

　技能士は，適用する工事作業中，1名以上の者が自ら作業をするとともに，他の技能者に

  資格を証明する資料を監督員に提出すること。

　技能士は， 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし， 

  毎に適用する作業を指定するものとする。 

  ○印 ･･･ 適用作業

9. 技能士の適用 ◎技能士の適用については， 次の技能検定作業（以下，「作業」という。）のうち各工事

工事種目 技能検定職種 技　能　検　定　作　業

仮設 とび ・ とび作業

鉄筋 鉄筋施工 ・ 鉄筋組立て作業

コンクリート コンクリート圧送施工 ・ コンクリート圧送工事作業

型枠 型枠施工 ・ 型枠工事作業

鉄骨 鉄工 ・ 構造物鉄工作業

・ アスファルト防水工事作業

・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業

・ 塩化ビニル系シート防水工事作業
防水 防水施工

・ シーリング防水工事作業

タイル タイル張り

木 建築大工

建築板金

・ タイル張り作業

・ 大工工事作業

・ 内外装板金作業屋根及びとい

金属 建築板金

左官 左官

・ 内外装板金作業

・ 左官作業

サッシ施工

ガラス施工

塗装 塗装

・ ビル用サッシ施工作業

・ ガラス工事作業

・ 建築塗装作業

・ プラスチック系床仕上げ工事作業

建具

表装

配管 配管 ・ 建築配管作業

・ 鋼製下地工事作業

・ ボード仕上げ工事作業

・ カーテン工事作業

・ 木質系床仕上げ工事作業

内装仕上げ施工
内装

・ 壁装作業

章 項　　目 特　　記　　事　　項 章 項　　目 特　　記　　事　　項章

1.　敷地の状況確認

　認，排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況を確認し，監督員に報告すること。

◎着工に先立ち，敷地境界，既存構造物，敷地の高低差,地下埋設物の確認，近隣建築物及び工作物の現状確
二　

章　
　

仮　

設　

工　

事

項　　目 特　　記　　事　　項

2.　ベンチマ－ク ◎設計GLの設定は，BM（　　　）を±0とし，NGLはBM±（　　　）mmとする。ただし，監督員の指示により

  決定する。

3.　足場等 ◎仮設機材及び経年仮設機材の使用については，次の規格又は認定基準（以下「規格等」という。）に適合す

　るものを使用すること。

　①労働安全衛生法に基づく構造規格

　め強度等を確認した書類を監督員に提出し，承諾を得ること。

◎労働安全衛生法第88条に基づき，労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等（組立から解体までの期間が

　60日未満を除く）の設置や移転，変更を行う場合は，30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をおこ

　なうこと。

　届け出をおこなった場合は，監督員に報告すること。

　届け出不要の場合は，その旨監督員に報告すること。

◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず，足場を設置する場合は，使用開始前に営繕課

　指定の足場チェックリストを用いて点検した後，監督員の確認を受けること。

　②（一社）仮設工業会の認定基準

　録工場及び指定工場等の活用に努めるとともに，前記規格等に定めるもの以外の使用に当たってはあらかじ

　また，厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」に基づく（一社）仮設工業会の「適用工場制度」による登

  ・壁つなぎ間隔（水平方向:　　m以下，鉛直方向:    m以下）

  ・足場を設置する場合は，原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」（標仕2.2.4）の別紙1

　　「手すり先行工法による足場の組み立て等に関する基準」の2の(2)  　　       　　　により

　　行うこと。

　　ただし監督員の承諾を得た場合は，（3）手すり先行専用足場方式により行うことができる。

手すり据置方式

40

９８

枠組足場 ２◎外部足場（種類：　　　　　，仕様：　　枚布，D=　　　cm，シ－ト仕様：　　　　　　　　）９０ 養生シート

脚立H=1.8m・枠組・棚足場◎内部足場（種類：　　　　　　　　　　　　　　）

◎ゲ－ト（ 有 ・ 無，仕様：                 　 ）

◎足場等の設置業者は，関連工事等の関係者に無償で使用させること。また安全管理も実施すること。

◎足場等を無償使用する業者は，設置業者の指示に従うこと。

◎受注者は，つり足場（ゴンドラのつり足場を除く。），張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場

　の組立て，解体又は変更の作業において，材料，器具，工具等を上げ，又はおろすときは，つり綱，つり

　袋等を労働者に使用させなければならない。また，作業主任者を選任し，その氏名，職務を掲示すること。

◎監督員事務所は（ 設ける（面積　　m2程度） ・ 設けない ）4.　監督員事務所

◎監督員事務所の備品は、監督員の指示を受けて設置すること。　

◎会議室は（ 設ける（面積　　m2程度） ・ 設けない ）35

5.　工事用用水, 電力等 ◎既存電力利用（ 出来る ・ 出来ない ），電力料金（ 有償 ・ 無償 ）

　ただし，施設管理者と協議すること。

◎既存用水利用（ 出来る ・ 出来ない ），用水料金（ 有償 ・ 無償 ）

　ただし，施設管理者と協議すること。

7.  仮設道路整備復旧等

6.　イメージアップ工事 ◎仮囲い化粧（図示）

  その他（ 　　　　　　　　                       ）

◎工事に当たっては, 図示のとおり仮設道路を設ける。

  なお, 同道路の必要がなくなった時点で, 早期に（ 図示のとおり状態に ・ 現状に復旧 ）すること。

◎道路占有料　　　　　　　　　　円

8.  工事車両用駐車場

資材置場

    現場事務所用地等

◎同用地は, （ 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて ）設けること。

　ただし, 施設管理者と協議すること。

三　

章　
　

土　

工　

事

1.  根切り ◎周辺の状況，土質，地下水の状態等に適した工法を採用し，工事中の異常沈下，法面の滑動，その他によ

　る災害が発生しないよう，災害防止上必要な処置をすること。

◎敷地内に埋設が予想される設備配管類等について十分調査し，支障がないようにすること。

◎根切り底は，地盤をかく乱しないよう，手作業（深さ30㎝程度）とするか，バケットに特殊アタッチメント

　を取りつけた機械堀りとする。なお，かく乱した場合は，自然地盤と同等以上の強度となるように適切な

　処置を定め，監督職員の承諾を受ける。

2.  排水 ◎工事に支障を及ぼす雨水，わき水等は，適正な排水溝，集水ます等を設置し，支障がないようにすること。

3.  埋め戻し及び盛土 ◎使用土は（ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ）とし，機器により締め固める。

◎建設発生土を搬入する場合には，土壌検査結果を添付するものとし，「徳島県生活環境保全条例」の土壌

  基準に適合しないものについては，搬入することができない。

  ただし，次の場合は検査結果の添付の必要はない。

　(1) 公共工事間利用の場合で，監督員相互で同意がとれた場合

  (2) 購入土（切込砕石，砂，真砂土等）である場合

◎余盛りは，土質に応じ監督員と協議の上，余盛り高さを決定すること。

◎六価クロム溶出試験を（ 行う ・ 行わない ）。

  行った場合，土壌環境基準以下であることを確認すると共に，試験結果（計量証明書）を監督員に提出する

  ものとする。

　土質条件，施工条件等により試験方法，検体数に変更が生じた場合，試験の結果，六価クロムの溶出量が

　土壌環境基準を超えた場合等は，監督員と協議するものとする。

　六価クロム溶出試験は，「セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する

  施する。

　当面の措置」について（平成12年3月31日 建設第258号）の「六価クロム溶出試験実施要領（案）」により実

4.　地均し ◎建物の周囲，幅2m程度を，水はけよく地均しを行う。

◎地均しは，均しを行う地表面の不陸を修正し，草木の除去及び清掃をして，一様にかき均した後，仕上げ

  面を一様になじみ起こしをして，良質土をまきかけ，歩行に耐えうる程度に締め固める。

5.　建設発生土の処理 ◎場内敷き均しとする。

◎場外搬出適正処分とする。

  民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によることとし，建設発生土の発生場

　ただし，建設発生土の公共工事間の利用を行う場合で，担当者相互の同意が取れた場合には，分析の必要

　はない。

　所ごとに，かつ4，000m3までごとに1回採取して，土壌検査を行うこととする。その他，「特定事業の許可

　に係る土壌検査及び水質検査の実施における留意点」による。

◎土壌検査を行った結果，条例の基準に適合しない場合には，監督員と協議すること。

◎場外搬出の場合の処理は次のとおりとする。

  ・最終処分場の指定

    排 出 土：砂質土

    会 社 名：

    所 在 地： 　　

    運搬距離：18.6㎞を見込んでいる。

6.　建設発生汚泥の処理 ◎現場内再生利用とする。

◎場外搬出の場合の処理は次のとおりとする。

  ・再資源化施設の指定

    会 社 名：

    所 在 地：

    運搬距離：

◎発生汚泥を再生利用する場合には，「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」に準拠し，その内容等
を明記した施工計画書を監督員に提出し，承認を受けた後に施工すること。また，施工計画書の承認
を受ける際には，関係部局との協議に協力すること。

◎舗装版切断に伴い発生する排水は汚泥に該当するため，関係法令等に基づき適正に処理すること。

7.　山留め ◎山留めは，適切な資料に基づき構造計算を行い，安全に設置すること。また，設置期間中，周辺地域及び

◎法面施工の場合（ 素堀り ・ 多段式 ）

　山留めの状況を点検するとともに，安全管理に必要な計測を行うこと。

◎鋼材等抜き跡は地盤の変形を防止する適切な措置を講ずること。

◎山留めの存置　存置範囲　仮設計画図による。

◎工事用排水は、かま場を設置し水中ポンプ、ノッチタンク等により適切に行うこと。

四　
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地　

業　

工　

事

1.　一般事項

2.　既製コンクリート杭地業

◎試験杭の位置及び本数は図示による。仕様は本杭と同じとする。

◎排水，排土等は産業廃棄物に該当するため，関係法令に基づき適正に処理すること。

◎杭の種類

  ・特定埋込杭工法　    ：平成13年7月2日　国土交通省告示第1113号第6による。

  ・セメントミルク工法  ：プレボーリング掘削長さGL－　　　m， オーガー径　　　mm

◎特定埋込杭工法における支持地盤の位置及び土質は図示とする。

　・杭の水平方向の位置ずれの精度は認定基準による。

◎専門工事業者は， 工事に相応した技術を有することを証明する資料を監督職員に提出する。

◎工　法

◎杭先端部形状　・開放形　・半開放形　・閉塞形

◎支持層への掘削深さ， 杭の支持層への根入れ長さは認定基準による

◎支持層の位置及び土質は図示とする。

　・杭の水平方向の位置ずれの精度は，認定基準による。なお，ずれが認定基準を超えた場合は，

    監督員の指示を受ける。

◎専門工事業者は，工事の規模に相応した施工機械，施工体制，施工実績を有することを証明する資料を監督

◎杭の継手の工法は（アーク溶接・機械式継手）とする。

◎杭の現場継手の形状は，JIS A 5525による。

◎継手の施工に当たっては，上下杭の軸線を同一線上に合わせる。

◎杭の現場継手の溶接は，原則として半自動又は自動のアーク溶接とする。

◎溶接は標仕4.3.7.（2）（ア）（イ）， 及び（ウ）の技能資格者が行う。

◎溶接施工は標仕4.3.6（3）による。

◎溶接部の確認は， 標仕7.6.10に準じ行うこととし， 確認結果の記録を監督職員に提出し， 不合格溶接が

  ある場合は標仕7.6.13により補修を行う。

◎溶接後は溶接部を急冷しないように，適切な時間をおいて打ち込みを再開する。

◎杭頭処理は，鋼製バンド等を使用し，10㎝程度は手ばつりとする。

◎杭頭の処理は標仕4.3.8による。

◎杭頭の補強材は杭の継手に準じて溶接されるものとする。

◎使用機械は，オーガーの駆動用電動機の電流値の変化が自動記録できるものを装備する。

◎支持層の確認は，杭メーカーが電流値等で総合的に判断し，監督員の承認を受けること。

寸法,継手,性能等（種別:種類,性能及び曲げ強度区分）

　・上杭：合成杭（HiSC杭）
　・下杭：遠心力節付高強度プレストレストコンクリート杭（HF-PHC杭）

種類

　員に提出すること。

　・H13国土交通省告示第1113号第6による地盤の許容支持力式のうちα，β，γが以下の値を採用できる工法

◎特定埋込杭工法

上杭

中杭

下杭

上杭

中杭

下杭

種類
コンクリート
強度(N/mm2)

鋼管厚
(mm)

杭径 杭長

(mm) (mm) 継手数

本杭

試験杭

セット数
長期設計支

持力(kN/本)
備考

図示

KBM1

（図示）

＊図示 S-04 による

杭認定工法は、次の条件を満たすものとする。
①プレボーリング根固め工法とする。
②日本建築センターによる性能評価認定・認定工法とする。

ただし、杭支持力は、Hyper-MEGA工法で計算しているため、同等杭認定工法でする場合は耐力の確認を行うこと。
なお、杭径と杭本数は、設計のとおりとする。また、構造図は参考として、Hyper-MEGA工法で記載している。

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

A-4

特記仕様書（4）

S =　

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

　　　α＝330，β＝5，γ＝0.7

　・H13国土交通省告示第1113号第6による地盤の許容支持力式でα＝250を採用できる工法

（有）菊水物産
鳴門市大麻町大谷字さぶ風谷14番ほか3筆

㎞を見込んでいる。

    処分単価：t当たり 円（税抜き）
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄW9.0×H1.8

◎仮囲い（仕様：成形鋼板:H=2m，波形亜鉛鉄板:H=1.8m）（図示）

③許容鉛直支持力Raの算定に用いる杭先端支持力係数αは次のとおりとする。
　α=330以上（先端砂・礫質地盤）

◎借地借家料　体育館棟北側農地(工事期間)　455,000円(税抜き)

(財)徳島県環境整備公社（徳島東部）

板野郡松茂町豊久字朝日野6番の地先

    処分単価：t当たり1,500円（税抜き）

20.3

12,800

◎別途発注予定の同一敷地内の解体工事と協議し、本工事の建設発生土が流用可能な場合は解体工事で使用する。

◎仮置き場の指定

  場　　所：現場北側農地　（図示）

　その際、土の仮置き場は現場北側農地とし、運搬・処分に必要となくなった費用については減額対象とする。

　解体工事で使用する場合の仮置き場からの運搬は、解体工事で実施することを想定している。
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JIS G 3551

－

網目の形状：    寸法：    径：　　溶接金網及び鉄筋格子

基づき認定を受けた鉄筋
建築基準法の規定に　　 －

章 項　　目 特　　記　　事　　項 章 項　　目 特　　記　　事　　項章 項　　目 特　　記　　事　　項
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7.  砂利・砂・割り石及び

    捨コンクリート地業等

種　別 使用部位 厚　さ 粒度範囲

切込砕石

再生クラッシャラン

◎材料は，市場品とする。

◎砂利及び砂地業

　・砂利は，（ 切込砂利 ・ 切込砕石 ・ 再生クラッシャラン ）とする。

　・締固めは，ランマー3回突き，振動コンパクター2回締め又は振動ローラー締めとする。締固めによる凹

　　凸は目つぶし砂利で上均しをする。

　・厚さが300mmを越える場合は，300mmごとに締固めを行う。

◎締め固め機械の選定に当たっては，地質の状況を検討し監督員の承諾を得ること。

　する。

◎床下防湿層は，ポリエチレンフィルム厚さ0.15mm以上，重ね合せ及び基礎梁際ののみ込みは250mm，断熱

　材のある場合ののみ込みは400mm以上とする。

◎捨コンクリートは，無筋コンクリート（スランプ15㎝，設計基準強度18N/mm2)とし，厚さは 　　　mmと

◎防湿層の位置は，土間スラブ又は土間コンクリートの直下とする。ただし，断熱材がある場合は，断熱材

　の直下とする。
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8.　地盤改良 ◎六価クロム溶出試験を（ 行う ・ 行わない ）。

  六価クロム溶出試験は，「セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関す

  る当面の措置」（平成12年3月31日 建設第258号）の「六価クロム溶出試験実施要領（案）」により実施

  する。土質条件，施工条件等により試験方法，検体数に変更が生じた場合，試験の結果，六価クロムの溶

　出量が土壌環境基準を超えた場合等は，監督員と協議するものとする。

  行った場合，土壌環境基準以下であることを確認すると共に，試験結果（計量証明書）を監督員に提出す

  るものとする。 

規格名称 種類の記号 径(㎜)

鉄筋コンクリート用棒鋼

規格番号

JIS G 3112

◎材料試験は行わない。

  ただし，規格証明書を提出し，監督員の承諾を得ること。

◎鉄筋の継手は（ 重ね継手 ・ ガス圧接継手 ・ 機械式継手　・　溶接継手 ）とする。

◎鉄筋の継手の位置は図示による。

◎結束線の端部は内側に折り曲げる。

◎柱，梁の主筋は，（・ガス圧接継手，・機械式継手）とする。

◎耐力壁の鉄筋を重ね継手とする場合，重ね継手の長さは（　　）mmとする。

◎先組み工法の柱，梁の主筋の継手は同一箇所としてもよい。

◎スラブのスペーサーは鋼製を原則とし，他の箇所についても材種等について監督員の承諾を得ること。

  また，鋼製のスペーサーは，型枠に接する部分に防錆処理を行ったものとする。

　ただし，地階を有しない1階土間を除く。

◎鉄筋の90°未満の折曲げの内法直径は図示による。

◎鉄筋の定着方法及び長さは図示による。

1.  材料

2.  材料試験

3.  鉄筋の継手及び定着

原則として，D35以上の異形鉄筋については，重ね継手を用いない。
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◎柱，梁の鉄筋の加工に用いるかぶり厚さは，標仕表5.3.6の数値に10㎜を加えた数値を標準とする。

◎目地がある場合のかぶりは，目地底からの寸法とする。

◎杭基礎の場合のかぶりの厚さは，杭天端からとする。

◎各部の配筋は，図示による。図示されていない場合は，標仕参考図［1節－基礎及び基礎梁の配筋］～

　［7節－梁貫通孔その他配筋］による。

4.  鉄筋のかぶり厚さ及び間隔

◎形の種別は構造図による。

◎補強形式  鉄筋コンクリート構造配筋基準図による。

◎梁貫通補強に建設技術評価規定に基づく評価品を使用する場合は，それぞれの部分についてメーカーの構

  造計算書を提出し，監督員の承諾を得ること。

  試験に基づく能力を有する者とする。

◎検査は，外観検査及び（ ・ 引張試験　・ 超音波探傷試験）による。

◎切取り部分の継手は次のとおりとする。

・柱，梁の主筋（D19以上）：圧接

　　　重ね継手とする場合は監督員の承諾を受けること。また鉄筋相互間の間隔に留意すること。

◎機械式継手の種類（　　　　　），工法（　　　　　）

◎品質の確認方法（　　　　　）

◎鉄筋相互のあき（　　　　）

◎不合格となった継手部への措置（　　　　）◎不合格となった継手部への措置

・上記以外　　　　　　　 ：（　圧接　・　重ね継手）

◎圧接技能資格者は，JIS Z 3881（ガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準）に従う工事に相応した

5.  帯筋

6.  梁貫通孔補強

7.  ガス圧接

8.  機械式継手

◎品質の確認方法（　　　　　）

◎溶接継手の種類（　　　　　），工法（　　　　　）

◎不合格となった継手部への措置

◎鉄筋相互のあき（　　　　）

◎主要な配筋は，コンクリート打込みに先立ち，種類，径，数量，かぶり，間隔，位置等について，監督職

  員の検査を受ける。 

9.  溶接継手

 配筋検査10. 
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適用箇所コンクリート
の種類　　　

設計基準強度
(cm)

スランプ 強度試験の
有無

種別
気乾単位

強度
調合管理

容積重量

◎コンクリートの種別

　・Ⅰ類（JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート）

　・Ⅱ類（JIS A 5308への適合したコンクリート）

◎設計基準強度

◎構造体コンクリートの調合管理強度は，設計基準強度（Fc）に構造体強度補正値（S）を加えた値とする。

　なお，構造体強度補正値（S）は，標仕 表6.3.2によりセメントの種類及びコンクリートの打込みから材齢

　28日までの予想平均気温に応じて定める。

◎コンクリートの強度試験

  コンクリートの強度試験については，次のとおり取扱うものとする。

  ・第4週強度確認

　  原則，第3者機関にて，主任技術者又は現場代理人立会いの上，行うこと。

　　ただし，第3者機関以外で行う場合は，立ち会い者を定め,監督員の承認を受け，行うこととする。

　　なお，試験機関を選定した際には，すみやかに監督員に報告すること。

Fc(N/mm2)
Fn(N/mm2) (t/m3)

1.　一般事項

◎コンクリート部材の位置及び断面寸法の許容値は，標仕 表6.2.3による。
  

◎合板せき板を用いる打放し上げの種別は（ A ・ B ・ C ）種とする。

◎コンクリートの仕上がりの平たんさは標仕 表6.2.5による。

2.　コンクリートの仕上がり

◎セメントの種類は，（ 普通ポルトランドセメント ・ 混合セメントA種 ・ 高炉セメントB種 ・ フライア

  ッシュセメントB種 ）とする。

◎細骨材としてフェロニッケルスラグ使用（ できる ・ できない ）。

◎細骨材に含まれる塩化物量は，NaCl換算で0.04%以下とする。

◎試練りは（ 行う ・ 行わない ）。

◎所要空気量は4.5%±1.5%とする。

◎受注者は，コンクリートの使用にあたってアルカリ骨材反応を抑制するため，次の3つの対策の中のいず

　れか1つについて確認をとらなければならない。

　(1) コンクリート中のアルカリ総量の抑制

  (2) 抑制効果のある混合セメント等の使用

　    JIS R 5211高炉セメントに適合する高炉セメント［B種またはC種］あるいはJIS R 5213フライアッシ

　　　ュセメントに適合するフライアッシュセメント［B種またはC種］もしくは混和材をポルトランドセメ

　　　ントに混入した結合材でアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを使用する。

  (3) 安全と認められる骨材の使用

　    骨材のアルカリシリカ反応性試験（化学法またはモルタルバー法）の結果で無害と確認された骨材を使

　　　用する。

◎混和材料を使用する場合の種類は標仕6.3.1（4）によることとし，監督員の承諾を受けること。

◎打継ぎの位置

　　梁及びスラブ（・スパンの中央又は端から1/4付近　・図示による）

　　柱及び壁（・スラブ，梁又は基礎の上端　・図示による）

◎コンクリートの打継ぎ目地の寸法は，標仕9.7.3〔目地寸法〕（1）（ア）による。

◎ひび割れ誘発目地の位置（・図示による　・　　　　）

◎骨材は，標仕6.3.1（2）による。

◎コンクリ－ト中の塩化物量は，0.3kg/m3以下とし，試験方法は標仕6.5.4による。

　    アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し，コンクリート1m3に含まれるアルカリ総

　　　量をNa2O（エヌエーツーオー）換算で3.0kg以下にする。

　 　 試験方法は，JIS A 1145骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（化学法）またはJIS A 5308（レディミ

　　　クストコンクリート）の付属書7「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（化学法）」，JIS A 1146骨

      材のアルカリシリカ反応性試験方法（モルタルバー法）またはJIS A 5308（レディミクストコンクリー

      ト）の付属書8「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（モルタルバー法）」による。　

　・高炉セメントB種適用箇所（　　　　　　　）

　・フライアッシュセメントB種適用箇所（             ）

3.　普通コンクリート

4.　打継ぎの位置

ひび割れ誘発目地

打継ぎ目地

◎工事開始に先立ち，工場を選定し，監督職員の承諾を受ける。

工場の指定

4.　レディミクストコンクリート

◎型枠は，（県産木製型枠 ・ 合板 ・ 金属製 ・ 樹脂系 ・ 打込み型枠 ・ ブロック ）とする。5.　型枠

型枠の種別 仕上げ種別 塗装の有無 材質 厚さ 適用箇所

県産木製型枠 －

A　種

B  種

C　種

普通型枠

なし

あり

なし

なし

なし

標仕6.8.2 (2)(ア)

標仕6.8.2 (2)(イ)

標仕6.8.2 (2)(イ)

標仕6.8.2 (2)(イ)

◎スリーブの材種（　硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　紙チューブ　　　）

◎打ち放し仕上げの打ち増し厚さは（20）mmとし，打ち増しの範囲は図示による。

◎打ち放し仕上げのコーンは原則，Pコンとする.また脱型後の穴埋めは，樹脂モルタルにより打ち放し面より

  2mm程度，引込める。

　・捨コンクリート

◎適用箇所：

◎無筋コンクリートは，次の場合に適用する。

　・補強筋を必要としないコンクリート

◎設計基準強度（　　　）N/mm2　，スランプ（　　　）cm

6.  無筋コンクリート

基礎下

土間下・スロープ下・外構基礎

図示

図示

C-40

RC-40

SD295

SD345 D19以上

D16以下

D16以下

L1

12mm合板

12mm合板 躯体

基礎・土間

普通 27 1527+（S） 基礎・地中梁

18 躯体・スラブ
Ⅰ類有

普通 15 無18 18+（S） Ⅰ類 外構・土間ｺﾝ

1518

基礎下

D19以上

◎徳島県立学校施設長寿命化計画の対応として，水セメント比を50％以下とし，かつ，鉄筋に対するコンクリート
　の最小かぶり厚さを１㎝上乗せすること。

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

A-5

特記仕様書（5）

S =　

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

普通 15 無18 Ⅰ類

 標仕
6.2.3（1）

18 防水押えｺﾝ・捨ｺﾝ
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◎製作工場は，国土交通大臣の認定による（　　　　）グレ－ド工場とし，その証明となる資料を監督職員に

  提出する。

1.　一般事項

種類の記号 適　用　箇　所規格番号・規格名称等

セットの種類

2種(F10T)

溶融亜鉛めっき高力ボルト

JIS形高力ボルト

トルシア形高力ボルト

規格名称等規格番号等

建築基準法に基づき指定又は認定

JIS B 1186

建築基準法に基づき指定又は認定

◎鉄骨製作工場には施工管理技術者を（ 置く ・ 置かなくともよい ）

 
◎鋼材は次による。

　径は，（　　　）とし，使用箇所は図示による。 

（ JIS付属品（JIS B 1180及びJIS B 1181）　・　JIS本体規格品（ISO規格） ）とする。

  径及び使用箇所は図示による。

◎構造用アンカーボルトの材質は（ ABR400 ・ ABR490 ）とする。

◎建方用アンカーボルトの材質は（ SS400 ・ SS490 ）とする。

◎溶接材料は，母材の種類，寸法及び溶接条件に相応したもので，製作工場の通常使用のものとする。

◎ターンバックル 　 胴の種類（ 割枠式 ・ パイプ式 ）

                    ボルトの種類（ 羽子板ボルト ・ 両ねじボルト ・ アイボルト ）

                    ねじの呼び及びターンバックルの呼び長さは，（M6～M33）×（　　　）mmとする。

◎床構造用のデッキプレート　　材質（ SDP2G（Z12） ）

　　　　　　　　　　形状及び寸法は図示による。

◎柱底均しモルタルを無収縮モルタルとする場合は次による。

  ・セメントは，JIS R 5210による普通又は早強ポルトランドセメントとする。

  ・混和材は，セメント系膨張材（酸化カルシウム，カルシウム・サルフォ・アルミネート等によって膨張

    する性質を利用するもの）とする。

  ・砂，配合比等は，製造所の仕様による。

  ・無収縮モルタルの品質及び試験方法は，標仕 表7.2.5による。

◎JIS規格品は，材料試験は行わない。

  ただし，規格証明書を提出し，監督員の承諾を得ること。

◎トルシア形高力ボルトは，製品に対する製造管理方法及び品質管理試験の結果を，監督員に提出し承諾を

  受けること。

◎板厚方向の引張試験を（ 行う ・ 行わない ）。

◎工事現場には，鉄骨製作工場名等を記載した板（30～35×45cm）（H.4.9.30 住指発第347号）を掲示する

  こと。

◎高力ボルトは，（ JIS形高力ボルト ・ トルシア形高力ボルト2種 ・ 溶融亜鉛めっき高力ボルト）とする。

2.　材料

3.　材料試験

JSSⅡ09

1種（F8T)

◎普通ボルト及びナットの材料等は，

◎高力ボルト，普通ボルト及びアンカーボルトの縁端距離，ボルト間隔，ゲージ等は図示による。

◎床書き現寸図は作成（ する ・ しない ）。

　検査・補強マニュアル」による。

◎仮設のため鉄骨に補助材等取付け及び貫通孔等を設ける場合は，工場溶接を原則とし，現場溶接となる場

  合は監督員の承諾を得ること。

◎仮組を（ 実施する ・ 実施しない ）。

　H12建告第1464号第二号イ（1）（2）のただし書きによる補強は，「突き合わせ継手の食い違いのずれの

4.　工作一般

◎鉄骨の製作精度は，　標仕7.3.3及びH12建告第1464号第二号イによる。

◎すべり係数試験は（ 行う ・ 行わない ）。

　ただし，溶融亜鉛めっき工法の場合は，「13．溶融亜鉛めっき工法」によるものとする。

◎ショットブラスト又はグリットブラストにより摩擦面の表面粗度を50μmRz以上確保する場合の表面粗度

　の確認方法は次のいずれかによる。

　(1) 表面粗度測定機による測定

　(2) ブラスト機器の性能表による確認

◎確認試験の数量は，呼び径ごとに代表ロットを選び，その中から任意に取り出した5セットとする。

◎トルシア形高力ボルトは，軸力の確認試験を（ 行う ・ 行わない ）。
　

◎締付け施工法の確認は，JASS6 6.3〔締付け施工法の確認〕に準じる。

◎原則として本接合ボルトを仮ボルトとして使用しないこと。

◎仮ボルトの本数は標仕7.10.5（2）～（3）とし，本接合完了までの応力に対して検討を行うこと。

◎普通ボルトの戻止めは（ 二重ナット ・ ナットの溶接 ・ ゆるみ防止用特殊ナット ）による。

試験箇所試験の種類

超音波探傷試験

試 験 数 備　　考

◎普通ボルトの座金は（・JIS B 1256　・　　　　）による。

◎溶接作業は，工場作業を原則とする。

　ただし，やむを得ない場合は監督員の承諾を得ること。

◎溶接技能者に対して，技量付加試験を（ 行う ・ 行わない ）。

◎開先の形状は構造図による。

◎溶接部の余盛り高さは，JASS6 付則6〔鉄骨精度検査基準〕付表3〔溶接〕による。

◎スカラップの形状は，図示による。

◎低応力高サイクル疲労を受ける部位は，図示による。

◎完全溶込み溶接部は超音波探傷試験を（ 行う ・ 行わない ）。

  切断する。なお，切断線が交差する場合は，交差部をアール状に加工する。

　試験を行う場合の平均出検品質限界（AOQL）は（ 2.5% ・ 4% ）とする。

◎高力ボルトを工事現場に搬入後，JIS形高力ボルトは，トルク係数値の確認試験を（ 行う ・ 行わない ）。

  (3) スプライスプレート販売元からの表面粗度検査結果証明書による確認

　上記の方法により確認できない場合は，すべり係数試験（サンプル試験）を行い，すべり係数値0.45以上を

  確認すること。

5.　高力ボルト接合

6.　普通ボルト接合

7.　溶接接合

  ただし，母屋・胴縁類の取付用ボルトは，全ねじボルトとする。戻止めは省略できない。

◎鋼製エンドタブの切断は（ 行う ・ 行わない ）。行う場合は図示による。

◎鋼製エンドタブ，裏当て金等は，梁フランジ等の端から，1～5mm残して，部材断面を欠損しないよう直線上に

◎鉄骨鉄筋コンクリート造の鋼製スリーブで鉄骨に溶接されたものの内面の塗装を（ 行う ・ 行わない ）。

◎耐火被覆材の接着する面以外の塗装の範囲は図示による。塗装の範囲は，標仕7.8.2（1）（ア）～（オ）

◎デッキプレートを鉄骨部材に溶接する工法は，次による。

  （ アークスポット溶接 ・ 隅肉溶接 ・ 焼抜き栓溶接 ）

◎スタッド溶接完了後は，試験記録を作成し，監督員の承認を得ること。

◎素地ごしらえは，標仕 表18.2.2（ A ・ B ・ C ）種とする。

　※A種及びB種は製作工場で行うものとする。

◎塗料種別   鉄面           標準仕様書 表18.3.1の（ A ・ B ）種

             亜鉛めっき面   標準仕様書 表18.3.2の（ A ・ B ・ C ）種

◎塗料塗り種別   鉄面           標準仕様書 表18.3.3の（ A ・ B ）種

                                       　        （工場1回，現場1回）

             亜鉛めっき面   標準仕様書 表18.3.4の（ A ・ B ）種

                                                 （現場1回）

　行う場合の塗料の種別は（ A ・ B ）種とする。

  以外とする。

◎耐火被覆材の接着する面の塗装の範囲は図示による.塗料の種別は（ A ・ B ）種とする。

　　プレート溶接

8.　スタッド溶接及びデッキ

9.　錆止め塗装

◎鉄骨建方の精度は，（社）日本建築学会「建築工事標準仕様書－6．鉄骨工事付則－6．鉄骨精度検査基準」 による。

　ただし以下のものは図面による。

  ・特に精度を必要とする構造物あるいは構造物の部分。

　・軽微な構造物あるいは構造物の部分。

◎建方用アンカーボルトを（ 使用する ・ 使用しない ）。

◎建方（及び付属鉄骨）用アンカーボルトの形状及び寸法は図示による。

◎構造用アンカーボルトを（ 使用する ・ 使用しない ）。

◎構造用アンカーボルト及びアンカーフレームの形状及び寸法は図示による。

◎アンカーボルトの保持及び埋込み工法は（ A ・ B ）種とする。

◎柱底均しモルタル工法は（ A ・ B ）種とし，厚さは図示による。

  A種の場合の無収縮モルタルは， 製造所の仕様による。

◎普通ボルトには，二重ナットなどにより戻止めを行う。ただし，胴縁，母屋類は除く。

  また，ボルト締め後のネジ山は，3山以上出るようにする。

◎形鋼，鋼板類の亜鉛めっきは，標仕 表14.2.2による。

◎摩擦面の処理は，（　ブラスト処理　・　リン酸塩処理　）とする。

◎ブラスト処理とする場合は，5．高力ボルト接合と同様の方法で表面粗度50μmRz以上の確認を行う。

◎リン酸塩処理とする場合は，すべり耐力等を確認するものとし，確認方法は（すべり試験）とする。

　すべり試験の要領は，溶融亜鉛めっき高力ボルト技術協会の「めっき高力ボルト接合設計施工指針」に

  よる。

11. 工事現場施工

12. 軽量形鋼構造

13. 溶融亜鉛めっき工法

七　

章　
　

鉄　

骨　

工　

事

七　

章　
　

鉄　

骨　

工　

事

モデュール
呼び寸法(mm)

高さ

断面形状
(空洞, 　
　型枠状) (08～40)

圧縮強さ
の種別  化粧内容 (標準制度, 

   高精度)

寸法精度

長さ

透水性
(普通,   
 防水性)

正味

(mm)
厚さ

◎コンクリートブロックは，JIS A 5406による規格品とする。

◎充填用及びまぐさのコンクリートはI類とし，呼び強度F=21，スランプ21cmとする。

◎壁及びまぐさの配筋は図示による。

◎壁配筋の継手定着及び端部の折り曲げ形状は図示による。

◎モルタルの調合は，標仕8.2.3とする。

  上記以外のコンクリートは，設計基準強度F=21N/mm2

　　及び塀

種　　類
(外壁用,  
 間仕切用)

厚さ 働き幅 ロックウール パネルの
取付け工法充填の有無(mm)(mm) 表面形状 使用箇所 備考

◎押出成形セメント板は，JIS A 5441による規格品とする。

◎パネル相互の目地幅は，長辺（　　　）mm，短辺（　　　）mm以上とする。

◎耐火性能は（ 2時間耐火 ・ 1時間耐火 ・ 30分耐火 ）とする。

◎耐火構造以外の目地及び隙間の処理は（・パネル製造所の指定　・　　　　）とする。

　基準風速Vo=（　　 ）m/s　　地表面粗度区分（ I ・ II ・ III ・ IV ）

◎出隅及び入隅のパネル接合目地は伸縮目地で目地幅は（　　　）mmとし，シーリング材（寸法15×10（mm））

  を充填する。

◎建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法を施工計画書として提出する。

八　

章　
　

ブ
ロ
ッ
ク
・
押
出
成
形
セ
メ
ン
ト
板
工
事

1.  コンクリートブロック帳壁

2.　押出成形セメント板

空洞 100

適用箇所

階段下倉庫400 200普通標準制度空洞 08 －

外壁用 60 600 フラット 無 縦張工法 渡り廊下

10 15

15

36

Ａ種

パネルに開口  短辺

 長辺

 短辺

 長辺

開口の大きさ 切断後のパネルの残り部分の幅

パネルを切り
欠く場合

を設ける場合

◎アスベストを使用していない製品とする。

◎製造所：　評価名簿による。

◎やむを得ず欠き込み等を行う場合は，下表の寸法を限度とする。ただし，欠損部分を考慮した強度を

　確認のうえ，施工計画書を提出する。

◎建築基準法に基づき定められた区分等　　

Ｍ

図示

◎耐火被覆　種類（ 吹付・塗装　），材料・工法（ 半乾式ﾛｯｸｳｰﾙ吹付・耐火塗料）

耐火性能（1時間耐火），適用箇所（ 一部体育館・渡り廊下）

10. 耐火被覆

SN400B 建築構造用圧延鋼板（JIS G3136）

SS400 一般構造用圧延鋼板（JIS G3101）

大梁・柱

小梁・大梁

BCR295 冷間ロール成形角形鋼管 柱

＊構造部材リストS-26・30参照

SN400C ダイヤフラム建築構造用圧延鋼板（JIS G3136）SN490C

工場・現場溶接 第6水準

渡り廊下柱　その他

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事
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S =　

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号



◎有孔板

施工箇所 備考防虫処理品名
単板の 接着の 板面の厚さ

(mm) 樹種名  程度  品質

壁
-1類

有孔8Φ

＠30

◎下地材及び造作材の釘は，JIS A 5508の規格品とする。

◎木ねじはJIS B 1112（十字穴付き木ねじ）又はJIS B 1135の規格品とする。

◎かすがい，座金，箱金物，短ざく金物等は図示により，図示のもの以外は標仕によるが，補助として，

  日本建築学会建築工事標準仕様書を適用する。

6.　諸金物

9.　接着剤

　ェノール樹脂，レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤）を用いた接着剤のホルムアルデヒド

◎ホルムアルデヒド水溶液を用いた建具用でん粉系接着剤，ユリア樹脂等（ユリア樹脂，メラミン樹脂，フ

　を使用できない場合には，監督員と協議するものとし，監督員の承諾を得るものとする。

　ただし，正当な理由により確保が困難である場合等，ホルムアルデヒドの発散量が，F☆☆☆☆の接着剤

　の発散量は，F☆☆☆☆とする。

壁
-12 シナ 1類

有孔8Φ

＠30

シナ合板

有孔ボード

15 スギ
2階 ｱﾘｰﾅ

ｽﾃｰｼﾞ･3階 ｱﾘｰﾅ

杉羽目板

有孔

12 針葉樹2級 1類 2級-

NON

巾木

6. 試験

エントランス

ポーチ

施工
箇所

章 項　　目 特　　記　　事　　項 章 項　　目 特　　記　　事　　項章 項　　目 特　　記　　事　　項

◎防水下地の乾燥については，高周波水分計による下地水分の測定を行い，使用材料のメーカーの工法と確

  認し，工事を進めること。

1.　一般事項
九　

章　
　

防　

水　

工　

事

工　　法 種別

屋根保護防水
密着工法

2.　アスファルト防水

A-1

◎アスファルトは，JIS K 2207 の規格品３種とする。

◎保護層の伸縮目地は成形伸縮目地とし，成形緩衝材は防水層に不具合を及ぼさないものとする。

◎立上り部の保護は，（ 乾式工法 ・ れんが押え ・ コンクリート押え ）とする。

施　工　箇　所 備　　考保護層の内容

◎端部押え金物は既成アルミニウム製とし，形状寸法は（　  　　　　　　　）とする。

◎防水下地の立上りコンクリ－トの仕上げは（     　　　　　 ）とする。打放し　B種

◎乾式保護材は，押出成形セメント板厚15（専用水切共）とする。

◎屋上排水溝は図示する。

伸縮目地厚25＠3000以内

保護コンクリート厚80金コテ押え
φ溶接金網6-100＃

　　シート防水

◎合成高分子系ルーフィングシートは，JIS A 6008の規格品とする。

種別

S-F2

3.　合成高分子系ルーフィング

SI-M2

厚　さ 施工箇所 備　　考

立上部

平場部

種　類

塩化ビニル樹脂系

塩化ビニル樹脂系

1.5

1.5

　　　㎜

　　　㎜

◎機械式固定工法の場合は，引抜き試験の結果に基づき，建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法

  を施工計画書として提出する。 

◎建築基準法に基づき定められた区分等　　

　基準風速Vo=（　　 ）m/s　　地表面粗度区分（ I ・ II ・ III ・ IV ）

◎固定金具　材質（　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　形状寸法（　　　　　　　　　　）

カラー◎仕上げ塗料の種類（　　　　）， 使用量 （   　       　　　　　）製造所の仕様による

36

非歩行

製造所の仕様

製造所の仕様による

製造所の仕様による

施　工　箇　所 備　　　考種　別

◎塗膜を形成する材料は，JIS A 6021の規格品とする。 

渡り廊下屋上

渡り廊下屋上

体育館棟屋上

4.  塗膜防水

十　

章　
　

タ　

イ　

ル　

工　

事

◎伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置は，図示の箇所及び標仕により，割付図を作成し監督員の承認

　を得ること。

◎下地のひび割れ誘発目地の位置及び他部材との取合い部には，伸縮調整目地を設ける。 

　　誘発目地

1.　伸縮調整目地及びひび割れ

◎入隅部，建具枠回り等との取合い部に伸縮調整目地を設ける。

◎壁タイル張り工法（　　　　　　　　　　　 ）

◎標準的な曲がりの役物は一体成形とする。

◎タイルの製造所：　評価名簿による。

◎見本焼きを（ 行う ・ 行わない ）。

◎試験張りを（ 行う ・ 行わない ）。

◎既製調合モルタルの製造所：　評価名簿による。

◎保水材の混入量は，実績等の資料を提出したうえで，監督員の承認を得ること。

2.　セメントモルタルによる

タイル張り
無有

耐凍害性色

標準 特注有 無

役物

Ⅲ類Ⅱ類Ⅰ類 適用

再生材の吸水率による区分

施ゆ
う

無ゆ
う

うわぐすり形状/寸法
(mm)(mm)

300角 ○ ○ ○○

耐
滑り
性

備考

◎タイルの製造所：　評価名簿による。

◎見本焼きを（ 行う ・ 行わない ）。

◎試験張りを（ 行う ・ 行わない ）。

◎標準的な曲がりの役物は一体成形とする。

3.　有機系接着剤による

タイル張り

◎目地詰めを（　行う　・　行わない　）。

○

◎ユリア樹脂等（ユリア樹脂，メラミン樹脂，フェノール樹脂，レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド

　系防腐剤）を用いた接着剤のホルムアルデヒドの発散量は，F☆☆☆☆とする。

  ただし，正当な理由により確保が困難である場合等，ホルムアルデヒドの発散量が，F☆☆☆☆の接着剤

　を使用できない場合には，監督員と協議するものとし，監督員の承諾を得るものとする。

◎引張接着試験を（ 行う ・ 行わない ）。

5. 有機質接着剤

施工
箇所 無有

耐凍害性色

標準 特注有 無

役物

Ⅲ類Ⅱ類Ⅰ類 適用

再生材の吸水率による区分

施ゆ
う

無ゆ
う

うわぐすり形状/寸法
(mm)(mm)

○ ○ ○ ○

耐
滑り
性

備考

図示
○

男子WC

汚垂タイル

十　

一　

章　
　

木　

工　

事

1.　一般事項 ◎木材，合板等は，品質、含水率、出荷量等を記録した出荷証明書を監督員に提出する。含水率は（ A ・ B ）

　種とする。

◎木材の品質

　　1570）（木材保存剤）に規定する木材保存剤（ただし，クレオソート油は有害物質を含有する家庭用品

　・保存処理木材は，日本農林規格に規定する保存処理の処理区分のうち，K2からK4までの保存処理（JIS K 

    の規制に関する法律（昭和48年法律第112号）に適合したものとする。），これと同等の薬剤を用いたK2

    ものとする。

    む。）が施されているもの又は認証木材建材（AQマーク表示）として認定された保存処理材を使用する

    からK4までの薬剤の浸潤度及び吸収量を確保する工場処理その他これと同等の性能を有する処理を含

　・県産材と表記している材については徳島県木材認証制度に適合した材とすること。

2.  製材 　・樹種及び等級

下
地
材

施工箇所 樹　種 寸 法 材料の等級材料の等級 形 状 含水率 保存処理 備　考備　考

胴縁 スギ Ａ種

スギ 上小節 Ａ種廻縁

スギ Ａ種収納棚 図示

県産材

県産材

県産材

　ただし，正当な理由により確保が困難である場合等，ホルムアルデヒドの発散量が，F☆☆☆☆の

　集成材等を使用できない場合には，監督員と協議するものとし，監督員の承諾を得るものとする。

3.　造作用集成材等

施工箇所 品名 樹種名 寸法(mm) 見付け材面 見付け材面の品質 備考

２面 １等

ヒノキ １等

図示

図示

◎ホルムアルデヒドの発散量は，F☆☆☆☆とする。

２面 県産材

造
作

材

薄型

市場品とする

図示

図示 特１等

特１等

上小節 Ａ種 県産材ヒノキ 図示

上小節 Ａ種 県産材額縁 ヒノキ 図示

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

２面 １等図示ﾌﾟﾛｾﾆｱﾑｱｰﾁ

框

一部額縁

◎「集成材の日本農林規格」による造作用集成材 　積層材

C.S.R値
0.4以上

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事
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S =　

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

カラー◎仕上げ塗料の種類（　　　　）， 使用量 （   　       　　　　　）製造所の仕様による

機構による区分
主成分及び硬化

シーリング材の種類

記号

◎シーリング材は，JIS A 5758の規格品とする。

接着性試験
(引張,簡易)幅 深さ

目地寸法

備  考施工箇所

打継目地

ひびわれ誘発目地

10
10押出成形セメント板押出成形セメント板

15

PU-2 ポリウレタン系 簡易

シリコーン系 5 5
SR-1

SR-2 防火設備ガラス

ガラス

MS-2 変性シリコーン系 外部開口廻り 簡易10

5.  シーリング 下表以外は、標準仕様書表9.7.1による。

ただし，接着性試験は，同じ材料の組合せで実施した試験成績書がある場合は，監督員の承諾を受けて試験

を省略することができる。

◎シーリング面への仕上塗材仕上げ等を（ 行う ・ 行わない ）。

◎屋内については，水張り試験を行う。

　（ 3 ・ 5 ・ 7 ・ 10 ）年間の防水工事性能保証書を提出すること。

◎防水工事完了後は，メーカー，元請業者，下請業者の3者連名による。

6.　漏水試験

7.　防水保証

15

20 10
1015

X-2
体育館棟屋上階段

体育館棟庇
体育館棟屋上機械基礎

X-1 体育館棟-渡り廊下棟取合部

体育館棟EVﾋﾟｯﾄC-SUP

タモ

１等図示 ２面 県産材ｽﾃｰｼﾞ階段 スギ

ナラ

5.　　床張り用合板等 ◎ホルムアルデヒドの発散量は，F☆☆☆☆とする。

　ただし，正当な理由により確保が困難である場合等，ホルムアルデヒドの発散量が，F☆☆☆☆の床張

　り合板等を使用できない場合には，監督員と協議するものとし，監督員の承諾を得るものとする。

◎普通合板　　

施工箇所 備考防虫処理品名
単板の 接着の 板面の厚さ

(mm) 樹種名  程度  品質

12

◎構造用合板   

施工箇所 有効断面
係数比

等級
樹種名

防虫処理 強度等級 備考品名 保存処理
単板の厚さ 接着の 板面の

(mm)  程度  品質

12 2級 1類 2級-

-ラワン 1類
ｱﾘｰﾅ･ｽﾃｰｼﾞ

ラワン

その他

床壁

床ｽﾎﾟｰﾂ

ｼｰﾄ下地

壁ｸﾛｽ下地
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屋根

ハト小屋屋根

塗装溶融55%

JIS G 3322 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

厚1.0

章 項　　目 特　　記　　事　　項 章 項　　目 特　　記　　事　　項章 項　　目 特　　記　　事　　項

◎屋根葺き材，緊結金物については，下地も含め安全性を確認し，監督員の承諾を得ること。

◎標準仕様書以外の工法は，専門業者の仕様による。

◎建築基準法に基づき定められた区分等

　基準風速　　    Vo=（　　　　　　）m/s

　地表面粗度区分　（ I ・ II ・ III ・IV ）

　積雪区分　　    建設省告示第1455号 別表（　　）

(JIS規格 耐久性 下葺材料
規格番号
JIS　 　

(mm)
厚さ  
鋼板の

付着量
めっき

の種類

塗膜の

   名称)

種　類

1.　一般事項

2.　長尺金属板葺き ◎屋根葺き形式　・立て平葺（　一文字葺き　・　ひし形葺き　）

　　　　　　　　・心木なし瓦棒葺

　　　　　　　　・横葺

◎材料

十　

二　

章　
　

屋　

根　

及　

び　

と　

い　

工　

事

36

35

施工箇所

◎指定のない付属材料は，屋根葺工法に応じた専門工事業者の仕様による。

◎建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した固定金具の間隔，固定方法等を施工計画書として提出する。

5.　とい 市販品

◎製品の取付に当たっては，受材の有無並びにアンカーの長さ，径及び本数等について，十分耐力のある工

  法を選択し，監督員の承諾を得ること。

1.  一般事項
十　

三　

章　
　

金　

属　

工　

事

◎下地調整に用いる吸水調整材の使用方法は，製造所の仕様による。

◎コンクリ－ト等面の下地及び各塗り層は，清掃のうえ適度の水湿しを行って，次の層の塗り方にかかる。

1.　一般事項

◎モルタルは（現場調合材料　・既調合材料）。

　現場調合材料の場合は標仕15.3.2（1）（ア），既調合材料の場合はJIS A 6916による。

◎下地，塗り面等の浮いている部分は，直ちに補修する。

2.　モルタル塗り

十　

四　

章　
　

左　

官　

工　

事 使用箇所 仕上の種類 目地の材質 防水の有無 備　考

◎防水モルタルに用いる防水剤の使用方法は，製造所の仕様による。

◎総塗り厚が25mm以上となる場合は，はく落防止工法とすること。

3.　床コンクリート直均し

　　仕上げ

金こて 有

金こて 有

金こて

金こて 無

屋外-塗床

屋外-庇

無

屋外-梁

◎施工箇所（　　　　　　　　　　　　　）金属床下地部・陸屋根部

種　類 呼び名 上塗材 耐候性 工　法
仕上げ
の形状

防火
認定

◎仕上塗材は，JIS A 6909（建築用仕上塗材）による。なお，下塗材，増塗材，主材及び上塗材は，同一製

  造所の製品とする。

4. 仕上げ塗材仕上げ

凸部処理 耐候形3種 吹付け 不燃

　

◎建物内部に使用するユリア樹脂等（ユリア樹脂，メラミン樹脂，フェノール樹脂，レゾルシノール樹脂又

　とする。

◎外壁のコンクリート下地等のひび割れの処理方法は，監督員と協議する。

　はホルムアルデヒド系防腐剤）を用いた塗料のホルムアルデヒドの発散量は，（ F☆☆☆☆ ・ F☆☆☆ ）

◎所要量等の確認は，（標仕 表15.6.4，単位面積当たりの使用量）による。

仕上塗材

薄付け 外装

薄塗材Ｅ つやなし

アクリル
不燃

複層

仕上塗材

防水型複層

つやあり

下地
調整

下地
仕上

押出成形

セメント板面

コンクリート面 C-2

◎ロックウ－ルは，JIS A 9504により建築基準法に基づき不燃材料の指定又は認定を受けたものとする。ロ

　ックウールのホルムアルデヒド放散量は，（ F☆☆☆☆ ・ F☆☆☆ ）とする。

◎接着剤のホルムアルデヒド放散量は，F☆☆☆☆とする。

　ただし，正当な理由により確保が困難である場合等，ホルムアルデヒドの発散量が，F☆☆☆☆の接着剤

　を使用できない場合には，監督員と協議するものとし，監督員の承諾を得るものとする。

◎吹付厚さ　　（　　）mm

◎吹付完了後，施工者の施工管理担当者は，厚さ及びかさ比重の検査を行い，合格後，防火材料の認定マー

　クを1面2か所以上貼り付けること。

5.　ロックウール吹付

金こて 無屋内-床

0.4

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ

◎工法

施工箇所 葺板の寸法（mm） 留付け方法下　　地

図示 図示
屋根

硬質木毛セメント板厚25

フェノールフォーム断熱材厚30

ハト小屋屋根 均しモルタル板厚30

アルミ製

◎防露の施工箇所は図示により，図示のもの以外は標仕表13.5.3による。ロックウール又はグラスウール

　保温筒のホルムアルデヒドの発散量は，F☆☆☆☆とする。

　ただし，正当な理由により確保が困難である場合等，ホルムアルデヒドの発散量が，F☆☆☆☆のロック

◎鋼管製といの防露巻きは，図示による。それ以外の場合は，標仕表13.5.4により行う。

　ウール又はグラスウール保温筒を使用できない場合には，監督員と協議するものとし，監督員の承諾を得

  るものとする。

◎硬質塩化ビニル雨どいの1本の長さは，10m以内とし，伸縮に対応する工法を選択すること。

◎ルーフドレンの製造所：　評価名簿による。

◎ルーフドレン及びといは，取付け完了後，清掃し，通水試験を行う。

◎さがり止めは図面により，図示のもの以外は標仕13.5.3（1）（ア）（d）又は13.5.3（2）（イ）による。

ヨコ引き-鋳鉄製-75Φ用-50Φ用-VP呼び樋共◎ルーフドレンの種別（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
中継-アルミ製-75Φ用-VP呼び樋共

◎とい受金物　　材種（　　　　　　　　）　　形状（　　　　　）　　取付間隔（　　　　　　　　　　）バンドレスタイプ

◎タテ樋　　材種（　　　　　　　　）　  径（　　　　　）アルミ製 89

市販品アルミ製◎軒とい受金物　　材種（　　　　　　　　）　　形状（　　　　　）　　取付間隔（　　　　　　　　　　）450程度
アルミ製◎軒樋　　　材種（　　　　　　　　）　  サイズ（　　　　　）W162

屋外-床

◎目地の位置及び寸法は，図示による。 

◎防水剤の製造所：　評価名簿による。

屋外-タイル下地 木こて 無

塗材Ｅ

ウレタン

吹付け
ボード面

コンクリート面
砂壁状

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事
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特記仕様書（8）

S =　

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

◎製造所：　評価名簿による。

10.　床点検口 材種 形式寸法 備考

一般 室内用600×600ステンレス製

◎製造所：　評価名簿による。

9.　天井点検口 材種 寸法 形式 外枠 内枠

アルミ製 600×600 一般 室内用 額縁 額縁

種類･着色方法･色合等
被膜又は複合被膜の　 表面処理の

試 験 方 法 施　工　箇　所表面処理の種別

種別 表面処理方法 記号又は等級 施工箇所

◎アルミニウム及びアルミニウム合金（成形板，笠木，建具以外）

◎亜鉛めっき（手すり，タラップ以外）

◎亜鉛めっきの試験は（ 行う ・ 行わない ）。

  試験方法（　　　　　　　　　　　　　　　）

◎ステンレス

種　　　　類 表面仕上げの種別 施　工　箇　所

2.　表面処理

ＨＬｽﾃﾝﾚｽ　SUS304

　基準風速　　    Vo=（　　　　　　）m/s

3.  溶接, ろう付け等 ◎溶接及びろう付けによる接合後は，各表面仕上げの種類の皮膜処理を行うこと。ただし，亜鉛めっき面に

  ついては，標仕14.2.2による。

◎鉄の溶接は，7章「鉄骨工事」に準ずる。

4.  軽量鉄骨天井下地 ◎野縁などの種類：屋内19形，屋外25形とし，標仕 表14.4.1による。

◎耐震性を考慮した補強及び屋外の軒天，ピロティー天井等における耐風圧性を考慮した補強は，図示に

  よる。

◎建築基準法に基づき定められた区分等

　地表面粗度区分　（ I ・ II ・ III ・IV ）

　積雪区分　　    建設省告示第1455号 別表（　　）

◎屋外の野縁受け，つりボルト及びインサート，野縁の間隔は図示による。

◎ダクト等によって，つりボルトの間隔が900mmを超える場合の，補強方法は図示による。

◎天井のふところが3m以上の箇所の補強方法は図示による。

◎天井下地材における耐震性を考慮した補強方法は図示による。

◎屋外の軒，ピロティ等の天井における耐風圧性を考慮した補強は図示による。

5.  軽量鉄骨壁下地 ◎スタッド，ランナ等の種類は，標準仕様書14.5.3（表14.5.1）による。

◎出入口及びこれに準ずる開口部の補強は（・標仕14.5.4（5）　・　　　　）による。

◎ダクト類の開口部の補強にあたり，取付け強度を必要とする場合は，監督職員との協議による。

36

35

◎押出形材： 規　　　　　格 JIS H 4100によるA6063Sとする。

部 材 の 種 類 （ 250形 ・ 300形 ・ 350形 ）とする。

本体の表面処理 （　　　）種

付属部品の表面処理は，笠木本体製造所の仕様による。

◎曲 げ 材： 規　　　　　格 JIS H 4000によるA1100Pとする。

厚さ（　　　　）㎜     形状  図示

◎地域指定　（ 一般 ・ 多雪 ）

7.　アルミニウム製笠木

◎建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した固定金具の間隔，固定方法等を施工計画書として提出する。

◎建築基準法に基づき定められた区分等

　基準風速　　    Vo=（　　　　　　）m/s

　地表面粗度区分　（ I ・ II ・ III ・IV ）

8.　エクスパンション

　　ジョイント金物

◎材　質（　　　　　　　　）

　クリアランス（　　　　　）

　耐火性能（　     　　 　）

36

2.0

◎屋根・外壁面のEXP.Jで室内に面する場合の雨仕舞は図示による。

BB-1

床見切・手摺-ポーチ

スロープ・渡り廊下

A種 溶融亜鉛メッキ HDZT77 屋外階段・点検用階段

アルミ製

200

1時間耐火

A種 溶融亜鉛メッキ HDZT77 屋外階段・点検用階段の手摺

◎あと施工アンカーの引抜き耐力の確認試験を（ 行う ・ 行わない ）。

　確認強度は，（　　　　　）kNとする。

鍵付き

合金ﾒｯｷ鋼板

ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛
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章 項　　目 特　　記　　事　　項 章 項　　目 特　　記　　事　　項章 項　　目 特　　記　　事　　項

Ａ種

ロックウール吸音材
JIS A 6301の規格品

消臭

土足仕様

安全装置

◎外部に面する建具は，建築基準法施行令及び「屋根ふき材，外装材及び屋外に面する帳壁の基準（昭和46

　年 建設省告示第109号）」に基づき，安全性を確認すること。

◎防火戸の指定は建具表による。

◎建具見本の製作及び特殊な建具の仮組は，建具表による。

◎防犯建物部品の適用は，建具表による。

種　別 耐風圧性 気密性 水密性 枠の見込寸法 使用箇所 表面処理

1.　一般事項

2.　アルミニウム製建具

十　

五　

章　
　

建　

具　

工　

事

Ｓ－５Ｂ種 70 BB-2図示

◎結露水の処理方法は図示による。

◎防虫網の材質（ ステンレス製（SUS316） ・ ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ 合成樹脂製 ）

◎製造所：　評価名簿による。

◎建具には製造業者名を表示すること。

耐風圧性 気密性 水密性 遮音性 断熱性 使用箇所 表面処理
面内変形
追随性　

◎防火戸の指定及び鋼板の厚さは，建具表による。

◎簡易気密型ドアセットの機密性，水密性は建具表による。

◎鋼板は，JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）による表面処理亜鉛めっき鋼板とし，めっき付着量は

　（　Z12又はF12　　）以上とする。

  なお，あらかじめりん酸塩処理又はクロメートフリー処理による化成皮膜処理を行ったものを用いる。

3.　鋼製建具

備　　考気密性 遮音性 断熱性 使用箇所
面内変形
追従性　

◎標準型鋼製建具は，標仕16.4.6により寸法及び金物を標準化したものとする。

◎標準型鋼製軽量建具は，標仕16.5.6により寸法及び金物を標準化したものとする。

◎製造所：　評価名簿による。

◎簡易気密型ドアセットの気密性，水密性は建具表による。

◎製造所：　評価名簿による。

◎金物の種類及び見え掛り部の材質は，標仕 表16.8.1による。

◎金属製建具に使用する丁番は標仕表16.8.2による。

◎既製又はこれに準ずる建具の建具金物は，建具製造所の仕様による。

◎握り玉及びレバーハンドル，押板類，クレセント等の取付け位置は図示による。

◎マスターキーは，製作する（    組）。 その他の鍵の製作本数は（各室3本3組）3

・ 屋内用防火シャッター　　・ 防煙シャッター

・ 上部電動式(手動併用)　　・ 上部手動式開閉機能

シャッターの種類
・ 管理用シャッター　　　　・ 外壁用防火シャッター

◎製造所：　評価名簿による。

6.　重量シャッター
設置場所 ポーチ

強度 耐風圧強度強度

シャッターケース仕様

Ｓ－５

天井内納まり

図示

◎板ガラス

種　　類 品　　種 厚　さ 備　　考

◎ガラス留め材の種類

建具の種類

アルミニウム製

鋼　　　　　製

ステンレス製

木　　　　　製

材　　　　　　　種 ガラス溝の大きさ

建具製造所の仕様による.

樹　　脂　　製

◎外部の網入り硝子等の下辺小口及び縦小口下端の防錆処理を行うこと。

◎防火設備のガラスとめ材は，防火設備認定品とする。

4.　鋼製軽量建具

5.　建具用金物

7.　ガラス

◎防火材料又は建築基準法に基づく指定又は認定を受けたものとする。

◎塗料はホルマリン不検出のもの及び有機溶剤の含有量が少ないものとする。

◎ユリア樹脂等（ユリア樹脂，メラミン樹脂，フェノール樹脂，レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド

　系防腐剤）を用いた塗料のホルムアルデヒドの発散量は，F☆☆☆☆とする。

　ただし，正当な理由により確保が困難である場合等，ホルムアルデヒドの発散量が，F☆☆☆☆の塗料を

　使用できない場合には，監督員と協議するものとし，監督員の承諾を得るものとする。

1.　一般事項

屋外 屋内

種　　別

ごしらえ

素地 さび止め塗料

屋外 屋内
備　考

工程の種別

さび止め2.　合成樹脂調合ペイント塗り

　　(SOP)

区　分 種　　別 素地ごしらえ 備　　考

木部

3. クリヤーラッカー塗り(CL)

十　

六　

章　
　

塗　

装　

工　

事

区　分
種　　別

屋外 屋内
素地ごしらえ 備　　考    ペイント塗料(EP)

区　分 種　　別 素地ごしらえ 備　　考

木部　　(UC)

4.　合成樹脂エマルション

5.　ウレタン樹脂ワニス塗り

区　分

鉄鋼面 Ｂ種 Ｃ種 Ａ種

Ｂ種Ｂ種 Ｂ種

コンクリート面

せっこうボード面

Ｂ種

Ｂ種 Ｂ種

Ｂ種

Ｂ種

　　ル張

1.　ビニル床シート張, ビニル

　　床タイル張及びゴム床タイ
十　

七　

章　
　

内　

装　

工　

事

厚さ
材質 厚さ 高さ

施工箇所接着剤 備　考
幅　　木

材質

ビニル

床シート
2.0

通路等

WC

色柄種類の記号

ＦＳ マーブル

　　ボード及び合板張り

種類 備　　考

◎ホルムアルデヒドの放散量は，F☆☆☆☆とする。

　ただし，正当な理由により確保が困難である場合等，ホルムアルデヒドの放散量が，F☆☆☆☆の壁紙を

　使用できない場合には，監督員と協議するものとし，監督員の承諾を得るものとする。

4.　せっこうボードその他

施工箇所材種・規格品 工法 備　考
下地の不燃材等厚さ

(mm) の区分　 種類　

小ねじ・釘
・接着剤の
種類　　　

化粧吸音板
ロックウール

JIS A 6301の規格品

グラスウール吸音材

ロックウール保温材
JIS A 9504の規格品

JIS A 6301の規格品

木毛セメント板

けい酸カルシウム板

普通合板

天然木化粧合板

特殊加工化粧板

難燃合板

農林省告示第233号

農林省告示第1869号

農林省告示第233号

農林省告示第233号

JIS A 5404の規格品

JIS A 5430の規格品

JIS A 5440の規格品

火山性ガラス質
複層板(VSボード)

その他

◎合板，パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量は，F☆☆☆☆とする。

　ただし，正当な理由により確保が困難である場合等，ホルムアルデヒドの放散量が，F☆☆☆☆の合板，

　パーティクルボード及びMDFを使用できない場合には，監督員と協議するものとし，監督員の承諾を得る

  ものとする。

ボード面接着剤不燃9.0天井 突付

壁 突付 5.5 小ねじ等 ボード面

施工箇所

アリーナ

防火性能の級別 素地ごしらえ 不燃材料等の区分

ビニル

備　　考補　修　材工　　法厚　　さ種　　類材　　種

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音材 24kg/m3

50

50

5.　壁紙張り

6.　断熱・防露

Ａ－４ Ｗ－5

LOW-E強化+A12+強化 20 複層ガラス-図示

シリコーン-SR-1 建具製造所の仕様による.

シリコーン-SR-1 建具製造所の仕様による.

◎ビニル幅木：材質（ 軟質 ・ 硬質 ），高さ（ 60 ・ 70 ・ 100 ），厚さ（　　　）1.5

材　　　　　質 仕上げの種類 備　　　　　考

◎ユリア樹脂等（ユリア樹脂，メラミン樹脂，フェノール樹脂，レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド

　系防腐剤）を用いた塗料のホルムアルデヒドの放散量は，F☆☆☆☆とする。

　ただし，正当な理由により確保が困難である場合等，ホルムアルデヒドの放散量が，F☆☆☆☆の塗料を

　使用できない場合には，監督員と協議するものとし，監督員の承諾を得るものとする。

　・室内空気中化学物質の室内濃度指針値について（H31.1.17薬生発0117第1号）における13物質

◎以下の物質を含有しない材料を選定し，監督員の承諾を得ること。

　・学校環境衛生基準（平成21年文部科学省告示第60号）第1の1の（8）ア～カの6物質

◎ホルムアルデヒドの放散量は，F☆☆☆☆とする。

　ただし，正当な理由により確保が困難である場合等，ホルムアルデヒドの放散量が，F☆☆☆☆のフロー

　リング及び接着剤を使用できない場合には，監督員と協議するものとし，監督員の承諾を得るものとする。

2.　合成樹脂塗床

品名

3.　フローリング張り

施工箇所材種・規格品　　ボード及び合板張り

4.　せっこうボードその他

天井

化粧せっこうボード
トラバーチン模様
JIS A 6901の規格品

天井天井

JIS A 6901の規格品
強化せっこうボード

壁

JIS A 6901の規格品
せっこうボード

普通硬質
壁

せっこうボード
JIS A 6901の規格品

壁

備　考下地の不燃材等厚さ
(mm) の区分　 種類　

小ねじ・釘
・接着剤の
種類　　　

9.5 準不燃 小ねじ等 軽鉄

9.5 準不燃 小ねじ等 軽鉄

12.5 不燃
小ねじ等

接着剤

軽鉄

12.5 不燃 小ねじ等 軽鉄

不燃 ボード面接着剤9.5

9.5 準不燃 接着剤 ボード面
突付

継目

突付

突付

突付

突付

突付

工法
(突付:ｽｸｴｱ)
(継目：ﾍﾞﾍﾞﾙ)

弾性ウレタン樹脂系-厚膜型塗床 防滑仕上

GL

天井 目透し 6.0 不燃 小ねじ等 軽鉄

継目

全面パテ処理 - ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ用

吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ A種JISA9526 吹付

充填

◎スポーツシート：床暖房対応弾性シートJIS A 1454　ウッドカラー　 図示による

種別 樹種 厚さ 寸法 模様 工法 釘・接着剤の種類
・塗装

表面仕上
備考

- ナラ 18大型積層

フローリング

300×1800 サンダ掛け3回
現場UC塗

ステージ
表面材厚：6mm

釘留め JISA5536

スロープ・1階渡り廊下

Ｓ－４ Ａ－３ Ｗ－４ 図示

Ａ－３ 図示

6.　ウレタン樹脂系塗料 ◎コートライン引き　スポーツシート・床暖房対応メーカー仕様による

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

A-9

特記仕様書（9）

S =　

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

Ｂ種

壁 不燃3 接着ﾒﾗﾐﾝ化粧板 ボード面見切材

◎ロックウール，グラスウール，ユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用した断熱材のホルムアルデヒドの放散

  量は，F☆☆☆☆とする。

　ただし，正当な理由により確保が困難である場合等，ホルムアルデヒドの放散量が，F☆☆☆☆の断熱材

　を使用できない場合には，監督員と協議するものとし，監督員の承諾を得るものとする。

◎壁紙施工用でん粉系接着剤，ユリア樹脂等（ユリア樹脂，メラミン樹脂，フェノール樹脂，レゾルシノー

　ただし，正当な理由により確保が困難である場合等，ホルムアルデヒドの放散量が，F☆☆☆☆の接着剤

　を使用できない場合には，監督員と協議するものとし，監督員の承諾を得るものとする。

　ル樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤）を用いた接着剤のホルムアルデヒドの放散量は，F☆☆☆☆とする。

7.　接着剤

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 303種bA 敷込

ノンフロン

床スラブ下



部　　位 舗装の厚さ(mm)

種　　別 種　　類 備　　考

◎再生加熱アスファルト混合物を（ 使用する ・ しない ）。

舗装の種類

アスファルト 表層 50

再生加熱アスファルト混合物 密粒度アスファルト混合物

◎アスファルト混合物の抽出試験は（ 行う ・ 行わない ）。

◎シールコートは（ 行う ・ 行わない ）。

◎表層の厚さは，設計厚さを下回らないこととする。

◎地域は（ 一般地域 ・ 寒冷地域 ）とする。

◎舗装の平担性は，通行の支障となる水たまりを生じない程度とする。

◎切取り試験を（ 行う　・　行わない）。

◎路面標示位置，間隔は図示による。

300角

寸法(mm)種類施工箇所 厚さ 色彩

黄色系2+5塩化ビニル製ポーチ階段手前

溶融◎材料：種類（　　　），色（　　　　　），塗布幅（　　　），塗布厚さ（　　　）白・黄 150 1.5

◎ブロックパターンはJIS T 9251による。

◎設置位置：図示

◎舗装版切断に伴い発生する排水は汚泥に該当するため，関係法令等に基づき適正に処理すること。

5.　区画線

6.  視覚障がい者誘導ブロック

7.  排水の処理

◎合板，MDF及びパーティクルボードのホルムアルデヒドの放散量は，F☆☆☆☆とする。

　ものとする。

◎詳細は共通詳細図による。

NON

章 項　　目 特　　記　　事　　項 章 項　　目 特　　記　　事　　項章 項　　目 特　　記　　事　　項

十　

八　

章　
　

ユ　

ニ　

ッ　

ト　

及　

び　

そ　

の　

他　

工　

事

施工箇所 種　　類 寸法(mm) 厚さ

屋内

屋外

◎トイレブースのパネルの材料のホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆とする。

　ただし，正当な理由により確保が困難である場合等，ホルムアルデヒドの放散量がＦ☆☆☆☆のトイレブ

  ースのパネルを使用できない場合は，監督員と協議するものとし，監督員の承諾を得るものとする。

◎ブロックパターンはJIS T 9251による。

◎手すりの支柱は，コンクリートあるいはモルタルの中に入る部分であっても錆止め処置を行うこと。

◎取付け方法は（ 埋込み工法 ・ 接着工法 ）とする。

1.　トイレブース

表面材の種類
脚部

形状 形状

ドアエッジ

材質

高圧メラミン樹脂化粧板 ステンレス巾木 アール アルミ

◎非常時外開機能付きとする。

◎製造所：　評価名簿による。

2.　視覚障害者用床タイル

ポーチ 300角 13+5磁器質タイル

3. 手すり及びタラップ 材種 表面処理 直径 取付箇所 備考

アルミ押出形材 34半硬質樹脂

L型 354.　階段滑り止め

◎防湿性を有するもので，厚さ5㎜とする。5.　鏡

6.　表示

◎案内用図記号はJIS Z 8210による。

◎詳細は共通詳細図による。

◎仕様はサイン図による。

　　レール

7.  カ－テン及びカーテン ◎カーテンレールは次による。

　　材種（アルミ押出型材），形状（ダブル），寸法（図示）

◎溝幅×深さ （㎜）　　・ 90×150　・ 120×80　・ 120×150　・ 150×80　・ 図示

　材　  質　・ 集成材（仕上：　　　　　　　　　　）

　　　　　　・アルミニウム製

　　　　　　　皮膜等の種類　※標準仕様書14.2.1による

　　　　　　・鋼製（仕上：　　　　　　　　）

        　　・木製

　　カーテンボックス

8． ブラインドボックス及び

　　　　　　　　表面処理　・BC-1　・BC-2（・アンバー・ブロンズ・ブラック系・ステンカラー）

9.   ミニキッチン ◎仕様は展開図（2）による。

◎詳細は共通詳細図による。

フェンスの種類　　　・ビニル被覆エキスパンドフェンス

　　　　　　　　　　・アルミフェンス

　　　　　　　　　　・鋼管フェンス

　　　　　　　　　　・樹脂塗装メッシュフェンス

高さ　・図示　・　

◎詳細は共通詳細図による。

　ただし，正当な理由により確保が困難である場合等，ホルムアルデヒドの放散量が，F☆☆☆☆の合板，

　MDF及びパーティクルボードを使用できない場合には，監督員と協議するものとし，監督員の承諾を得る

10.　フェンス

11. 洗面カウンター

奥行き　　・　約450　　・　約600　　・　図示　（500）

　仕様は製造所の仕様による.◎ﾍﾞｯｾﾙ式洗面器及びｶｳﾝﾀｰ･自動水栓･鏡

材種　　  ・　メラミン樹脂化粧板張り（心材：集成材）　　・　人工大理石

12. 既製家具

◎排水管材料

備考

1.　排水管
十　

九　

章　
　

排　

水　

工　

事

材種

硬質塩化ビニル管

管の種類

VP

呼び径

150･200･250

2.　側塊, 排水桝等

◎グレーチング

◎排水マスの種類： 図示

材質 用途 適用荷重 ﾒｲﾝﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ 亜鉛めっき付着量 上面形状 備考

溝ふた（側溝用）
ステンレス製

桝ふた
歩行用 細目 凹凸形 ボルト固定

  ・製造所：　評価名簿による。

◎コンクリ－ト設計基準度等：　　　N/mm2, スランプ＝　　㎝

3.　街きょ, 縁石, 側溝 ◎地業材料：                  　　厚さ再生クラッシャラン 図示

18 15

備考

◎街きょ，縁石及び側溝

名称 形状 寸法

図示 図示現場打ちＵ形側溝

捨てコンクリート

◎コンクリート：設計基準強度（　　　N/mm2），スランプ（　　　）

◎埋め戻し材料：（ A ・ B ・ C ・ D ）種とする。

◎排水工事の仕様は，図示以外は，建築工事標準詳細図による。

　その他4. ◎地業材料の種類：            　　 　　厚さ： 50

18 15

二　

十　

章　
　

舗　

装　

工　

事

◎盛土材料（           ）1.　路床

◎六価クロム溶出試験を（ 行う ・ 行わない ）。

　行った場合，土壌環境基準以下であることを確認すると共に，試験結果（計量証明書）を監督員に提出する

  ものとする。

　六価クロム溶出試験は，「セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関す

  る当面の措置」（平成12.3.31 建設第258号）の「六価クロム溶出試験実施要領（案）」により実施する。

　土質条件，施工条件等により試験方法，検体数に変更が生じた場合，試験の結果，六価クロムの溶出量が

  土壌環境基準を超えた場合等は，監督員と協議するものとする。

◎路床土の支持力比（CBR）試験は（ 行う〔乱した土，乱さない土〕 ・ 行わない ）。

◎路床締固め度試験は（ 行う ・ 行わない ）。

◎砂の粒度試験は（ 行う ・ 行わない ）。

B種

◎現場ＣＢＲ試験を（ 行う　・　行わない）。

2.　路盤 ◎路盤材料（　　　　　　　　　　　），車道部の厚さは（        ）mm

◎締固め試験は（ 行う ・ 行わない ）。

◎路盤の厚さは，設計厚さを下回らないこととする。

再生クラッシャラン 150

屋内階段・窓手摺 プレーン

◎材種（　　　　　　）， 形状（　　　　　　　　）， 幅（　　　　）SUSｺﾞﾑﾀｲﾔ入

＊設備工事

＊設備工事

屋外手摺・階段

階段室 300角 13+5磁器質タイル

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

A-10

特記仕様書（10）

S =　

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

備考表面材の種類

アリーナ

施工箇所 下地材の種類

ウレタン厚10の上

難燃レザー厚1

ベニヤ合板厚9の上

ポリエチレン厚30

取付方法

マジックテープ

13. 防護マット

◎防護マットの製造業者は公益財団法人日本体育施設用器具部会員であること。

◎合板のホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆とする。

　ただし、正当な理由により確保が困難である場合等、ホルムアルデヒドの放散量がＦ☆☆☆☆の合板

　を使用できない場合には、監督員と協議するものとし、監督員の承諾を得るものとする。

13. コーナーガード

　材　質：軟質塩化ビニル

　取付下地材：アルミニウム

（既製品）

◎サイズ：L=1000　W=35*35

◎表面の仕上げ（　　　　　　　）

◎目地材は注入の場合（ 低弾性タイプ ・ 高弾性タイプ ）による。

◎目地

◎溶接金網は使用（ する ・ しない ）。

◎コンクリート版の厚さは，型枠据付後，水糸又はレベルにより測定する。

◎舗装の平坦性は，通行の支障となる水たまりを生じない程度とする。

◎表層の厚さは，設計厚さを下回らないこととする。

舗装の種類

部　　位 目地の種類

部　　位 舗装の厚さ(mm)

目地の間隔

3. コンクリート舗装 18 8 cm 標仕による◎設計基準強度（　　　N/mm2），スランプ（　　　　），粗骨材の最大寸法（　　　　　　）

刷毛引き

70コンクリート舗装

歩行者用通路

構造物取合い －

突合せ目地歩行者用通路-既存舗装取合い －

4ｍ程度ごと

歩行者用通路

収縮目地

伸縮調整目地

1.　一般事項
二　

十　

一　

章　
　

解　

体　

施　

工

◎解体の発生材の運搬計画及び通行道路の搬送計画について，関係機関と協議し，一般車両の通行に支障の

  無いように努めること。また，道路の汚染防止に努め，道路等を汚した場合は速やかに清掃すること。

◎解体は全て分別解体により行い，次により工事写真を撮影すること。

  (1) 分別して集積したところ

  (2) 積み込み状況（車のナンバープレートを写し込むこと）

  (3) 捨て場状況（車のナンバープレートを写し込むこと）

◎図示による．2.　工事の範囲

　なお、設備配管、配線の有無を確認のうえ着手すること．

◎混入する石の最大径は　　mm程度とする。

  とする。

3.  整地・埋戻し・盛土 ◎埋戻しは，（ 購入土 ・ クラッシャラン ・ 再生クラッシャラン ・ 現場発生土 ・ 他工事の現場発生土 ）

40

◎埋戻しは、基礎掘削部に行い、全体に整地すること。

◎排土、排水等は、関係法令等に基づき、適切に処理すること．4.  工事中の排水

4. アスファルト舗装



工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：

徳島市新蔵町１丁目51-1　　 １級建築士登録

株式会社      建築事務所     速 水　可 次

FAX     0886-22-0885

TEL     0886-22-0883         第 102935 号

徳島県県土整備部営繕課

RC造･RC部の梁･壁･床

の貫通孔・開口部

S･SRC造のS･SRC梁の

貫通孔

その他躯体に準ずるもの

下地補強を要するボードの切り込み及び下地補強

桝・マンホール及び同ふた

屋外雨水排水雨水排水○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○

貫通孔・開口部の墨出し

貫通孔のスリーブ材及び取付け

補強を要する開口部の型枠材及び取付け

○

○ ○

○ ○開口部の墨出し

軽量鉄骨天井・壁，

吊りボルト，インサート

下地補強を要しないボードの切り込み

○

○

○

○

○

○

室内機と屋外機の渡り（連絡）配線

２次側

１次側

機器と付属操作スイッチの位置ボックスと
その渡り配管

機器付属の制御盤への電源用配管・配線

自動制御と動力盤との電源用の渡り配管・配線

機器と付属操作スイッチの渡り配管・配線

○

○

○

○

○

○

○

○

項　　目項　　目 内　　　　容 Ａ Ｅ ＡＣ Ｐ ＥＶ別途 備　　考 項　　目 内　　　　容 Ａ Ｅ ＡＣ Ｐ ＥＶ別途 備　　考 内　　　　容 Ａ Ｅ ＡＣ Ｐ ＥＶ別途 備　　考 備　　考別途ＥＶＰＡＣＥＡ内　　　　容項　　目

工事区分表 表中　Ａ：建築工事，　Ｅ：電気工事，　ＡＣ：空調工事，　Ｐ：管工事，　EV：エレベーター設備工事　を示す

工事区分表

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

○

○

電気配管・配線

舞台装置

体育器具

電動シャッター

電気錠

○

○

電源，アースはＥ

電極棒はＰ

ＡＣＰ屋外機と屋内機の渡り電源・信号
・アース用配管・配線

ポンプ及び電極棒用電源配管・配線

マルチ形ACPの場合の

電話交換機設備、電話機本体、配線、配管

情報通信設備一式および配線、配管

○

○

○

○

○
配管のみE、
それ以外は別途

それ以外は別途
配管のみE、

音響設備一式および配線、配管

○

○

○

昇降路・機械室の躯体

○

○ ○

○

○ ○

○ ○

○

屋外・屋上設置の基礎

設備機器の基礎 屋内設置の基礎（建築設計図に記入あるもの）

屋内設置の基礎（設備設計図に記入のあるもの）

機器取り付け用アンカー及び架台

軽微なもの
屋上設置基礎で押えコンクリートにアンカーしない

昇降機関連

○

○

○

機械室レス

○

○

○

○

各階出入口穴あけ・同補強

点検用タラップ

昇降路内ピット防水

出入口扉，三方枠及び幕板 ○

枠廻り埋戻し・同補修 ○

○支持柱他，昇降路内の鋼製部材一式
昇降路の楊重ビーム･ブラケット

○

○

○

○

ホール押釦・インジケータ・鋼索などの壁開口

点検用コンセント，煙感知器

EV制御盤への動力・照明用電源・アース・防災信号

機械室内大梁又は昇降路内にフックの取付
（フックを含む）

・拡声設備（館内放送用）の配管・配線

○

○

○
EV監視盤又は警報盤からEV制御盤までの制御

EV制御盤又は監視盤までの保守遠隔監視用
（電話回線）及び緊急地震速報受信用の配管

及びインターホンの配管・配線

電源・接地線

水廻り ○

○

○

○

ミニキッチン用衛生配管

シャワーユニット

○

○シャワーユニット用衛生配管

○シャワーユニット出入口壁取合い部枠

ミニキッチン

ミニキッチン用換気送風機・ダクト ○

○シャワーユニット用換気送風機・ダクト

ダクトのみAC

ダクトのみAC

○

○洗面カウンター（既製品）

オストメイト用の汚物流し等

衛生陶器及び水栓類

ペーパーホルダー

鏡（W600×H900まで）

○

○

○

○洗面カウンター（既製品以外）

鏡（W600×H900を超えるもの） ○

場合、補強はA
トイレブースに取付の

○フィッティングボード

○

○

乳幼児用イス

身障用手すり

手洗い ○

○

○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

貫通孔・開口部の補強

スリーブ・型枠の穴埋め

予備スリーブの穴埋め

使用されたスリーブの穴埋め

補強を要しない開口部の型枠材及び取付け

ECP壁開口及び補強

○

○

○

○

地中梁の連通管・通気管・人通孔・補強 ○

使用された箱抜き(ダクト用）の穴埋め ○

防火区画，主要間仕切

防火区画，主要間仕切

防火区画，主要間仕切

○ ○
設備機器・器具・配管・配線・ダクト用の
吊りボルト及びインサート ○

外壁廻り ウエザーカバー，ベンドキャップ

○

○

換気扇（取付枠共）

○ ○

○桝・マンホール・ハンドホール及び同ふた ○

屋外雑排水及び屋外汚水排水雑排水，汚水排水，

電力・通信ハンドホール

○

その他 ○中継ポンプ用ＲＣ造

○

○

○

チェーンブロック

機器搬入用フック・ビーム

点検口（天井・床下・壁）、フロアハッチ

同上部床排水金物（目皿共），排水管

○

○

○

○

雨水配管

ルーフドレン

たてとい及び横引配管

○

○

玄関マット

○

消火器ボックス 消火栓組込型はP

機器付属の制御盤以降の配管・配線

エアコン等

エアコン，ガス給湯器等

エアコン，ガス給湯器等

○

○

小便器用節水装置への電源供給

小便器用節水装置の制御盤以降の配管・配線

○

○

○

○

○

○

○

○

○

電気錠の本体・通電金物・扉内配線

防火・防煙シャッター及び二次側配線

自動閉鎖装置を取りつける防火戸の切り込み補強
及びドアクローザー・フロアヒンジ

電動シャッター操作ｽｲｯﾁ用位置ボックス及び配管

電動シャッター本体・操作ｽｲｯﾁ及びその間の配線

防火戸の連動制御器・煙感知器・自動閉鎖装置
・吸着板・ラッチ受座の取付け及び配線

防火・防煙シャッター連動制御器・煙感知器の
取付け・配線

電気錠の扉までの配管・配線及び
電気錠への電源供給

電動シャッターまでの配管・配線・電源供給

○

○

排煙窓本体・自動開閉装置

排煙窓連動制御装置の感知器取付け及び配線

○舞台吊物機構一次側電源引込

○舞台吊物機構・幕

配管・配線・電源供給
電動ジャバラ式バスケットゴールまでの

○電動ジャバラ式バスケットゴール

○

S =　NONA-11



NON

建設地

付近見取図

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

付近見取図

S =　

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

A-12

地名地番：徳島県徳島市国府町矢野字松木348-1、国府町中字高畑373-1

出典：国土地理院ウェブサイト
「標準地図データ」（国土地理院）をもとに作成



特　　記　：

徳島県県土整備部営繕課

TEL     0886-22-0883         第 102935 号

FAX     0886-22-0885

株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島市新蔵町１丁目51-1　　 １級建築士登録

剛

　　年　　月図　番

名　称

工事名 徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

概略工事工程表

S=NONA-13



TEL     0886-22-0883         第 102935 号

FAX     0886-22-0885

株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島市新蔵町１丁目51-1　　 １級建築士登録

特　　記　： 剛

　　年　　月図　番

名　称

工事名

徳島県県土整備部営繕課

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

支障物件確認図

S=1/150A-14

◎Ａ・Ｂ・Ｃ部については，試掘を行い配管の位置調査を行い監督員の確認を受けること．

排水管　150φ

砂利敷き

ポンプ小屋
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＋20

－90
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－110

－60
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－150

＋100図中、　　　　は設計ＧＬからのレベルを示す。

設計GL=KBM3+0.015ｍ=T.P.+8.500ｍ

△道路境界線
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新設排水管

新設排水管

電柱

電柱

▽隣地境界線
Ａ部

Ｂ部

Ｃ部

　すること. 

　含む）着手までに調査を行い「支障物件確認書」を監督員に提出し, 監督員の確認を受けてから, 工事着手

◎地下埋設物への影響が予想される場所では, 施工に先立ち原則として試掘を行い, 当該埋設物の種類, 位置

　（平面・深さ）, 規格, 構造物等を確認しなければならない. 

◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施さ

　なければならない. 万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとともに, 施設の運営に支障が

　ないよう受注者の負担でその都度補修又は補償すること. 

支障物件の確認

◎受注者は, 既存コンクリート床・壁等の穴明けにおいて, 鉄筋及び既存電線管を調査すること.

　け施工すること.

◎受注者は, 工事の施工箇所及び周辺にある地上地下の既設構造物について, 工事（仮囲い等仮設資材設置を

　また穴明け墨だし位置や既存鉄筋状況マーキング（必要に応じ電線管等位置含む）を行い監督員の確認を受

水

凡例

電線

新設排水管　150φ

　また南側の排水管は試掘を行い配管の位置調査を行い監督員の確認を受け迂回工事を行うこと．

8.35

1,750
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 ◎ 乗入構台 使用部材一覧表 

根　　太 H-300x300x10x15

敷　　桁

覆 工 板

支 持 杭

DK-1000x2000x212(N)

L=10.000m 9本

材　質

SS400

名　称 使 用 部 材

SS400

SS400

SS400

〃

SM490A

L-75x75x6  SS400

DK-1000x3000x212(N) SM490A

H-200x200x 8x12

覆 工 桁 H-200x200x 8x12

ズレ止メ

H-250x250x 9x14

工事名

名　称

図　番

特　　記　：

徳島県県土整備部営繕課

覆工板要領図

S = 　　年　　月
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徳島市新蔵町１丁目51-1　　 １級建築士登録

株式会社      建築事務所     速 水　可 次

FAX     0886-22-0885

TEL     0886-22-0883         第 102935 号

1:60

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事
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 計画平面図 

 仮設山留め計画図 

 計画断面図 
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 ◎ 土留 使用部材一覧表 

杭　　種 杭ピッチ 杭　長 数 量

FSP-3型
鋼矢板

FSP-C3 ｺ

338枚

14枚

材　質

SY295

SY295

備　考

@0.400m

@0.400m L= 6.500m

L= 6.500m

頭出し0.500m

頭出し0.500m
体育館棟

FSP-3型
鋼矢板

FSP-C3 ｺ

38枚

4枚

SY295

SY295@0.400m

@0.400m L= 6.500m

L= 6.500m

頭出し0.500m

頭出し0.500m
渡り廊下

特　　記　：

図　番

名　称

工事名

徳島県県土整備部営繕課

TEL     0886-22-0883         第 102935 号

FAX     0886-22-0885

株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島市新蔵町１丁目51-1　　 １級建築士登録

剛

　　年　　月

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

仮設山留め計画図

S = 1:200A-18
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基準法上の道ではありません

*体育館増築により校舎棟計画建具に影響なし
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浄化槽

別途工事
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水路に放流

この桝に体育館中継ポンプ槽よりの排水管を繋ぐ

側溝に放流 側溝に放流

（体育館側は配置図参照）
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株式会社      建築事務所     速 水　可 次
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徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

立て看板

1,500 1,500

1,
50

0

敷地内通路

6
,0

00
2,

00
0

3.41ｍ

1
.
5
1
ｍ

2
.
5
1
ｍ

15.15ｍ

4.48ｍ
1.3

5ｍ

フ
ェ

ン
ス
H
=
1
.
5
m

▽
敷

地
境

界
線

2
0
.
0
8
ｍ

3
.
9
8
ｍ

2,930

側溝へ放流
側溝へ放流

PU

FJ75A PU

PU

FJ75A

P
U

P
U

既設汚水桝に接続

S32

架台Ａ
ｘ6

75

75
75

75

PU
75

A2:100%
A3: 71%

2
0
0

150150
150

150

▽道路中心線

▽３ｍライン

▽５ｍライン

▽
３

ｍ
ラ

イ
ン

▽
建

物
中

心
線

▽
５

ｍ
ラ

イ
ン

▽
道

路
中

心
線

▽
５

ｍ
ラ

イ
ン

△
３

ｍ
ラ

イ
ン

△
５

ｍ
ラ

イ
ン

▽
３

ｍ
ラ

イ
ン

1,500 1,500

1,
50

0

敷地内通路

6
,0

00
2,

00
0

1,3501,350

1,
50

0

4,
00

0 2
,6

00
1
,4

00

▽３ｍライン

△５ｍライン

表示はKBM1からの現状高さレベルを示す

W1800

A-20

1,296

9,980

1,117

自転車置場16台

★

★：耕地課と協議済、占有許可等については工事着手前に取得予定

1
4
0

（本館）

1,500

WA

WB

W1800

W2000

ロ

イ

C

D

7
,
1
0
0

2,100

フ
ェ
ン
ス
H=1.5m

7,369 1,150

W2W1

ポーチ

UP

S = 1:150

ｽﾛｰﾌﾟ1

1/15

+110
+50

-80

切り下げ部（５ｍ） 切り下げ部（５ｍ）

+60
▽道路境界線 36.17ｍ

2
00

※鍵なし



面          積倍     面     積高      さ底      辺番号
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15.9862531.97250.8736.7513

36.75

13

54.57375109.14752.9736.7512

12
25.5816051.16321.4435.5311

35.53

11

40.5350081.07002.4233.5010

33.50

10

3.907507.81501.505.219

5.21

13.418

8

30.347

7

12.9930025.98600.7136.606

6

7.7786015.55720.7620.475

20.47 5

25.9077051.81543.3815.334

15.33
4

81.25200162.50404.4436.603

36
.6
0

3

70.20180140.40363.8736.282

36
.2
8

2

14.111

1

26.7
3

丈量図

 S =

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：

徳島市新蔵町１丁目51-1　　 １級建築士登録

株式会社      建築事務所     速 水　可 次

FAX     0886-22-0885

TEL     0886-22-0883         第 102935 号

丈量図  1:250

15.1
5

3
.
4
2

4.98 1
.
5
6

2
0
.
0
8

3
.
9
8

2
.
5
1

1
7
.
4
2

5
.
2
6

1
.
5
0

14.11

3.87

4.44 0.714.48

1.
35

3.41

2.
97

0.
87

1.
44

2.
42

3.
38

0 .
76 1.
50

9

32
.9
3

36.17

30.41

1:250

32.93
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232.32115
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34

地名地番

地名地番

徳島県徳島市国府町矢野字松木348-1

徳島県徳島市国府町中字高畑373-1

全 体 敷 地 面 積

敷 地 面 積（体育館棟）

敷 地 面 積（校舎棟） 17,336.55 m2

18,660.18 m2

徳島県県土整備部営繕課A3: 71%

A2:100% 徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事
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1:200

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

床面積求積図・面積表

S =　

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

１階求積図  1:200

２階求積図  1:200
３階求積図  1:200

A-22

２階面積表 *計算式は各面積小数第3位以下切り捨てとして計算する。

３階面積表 *計算式は各面積小数第3位以下切り捨てとして計算する。

１階面積表 *計算式は各面積小数第3位以下切り捨てとして計算する。

建築面積表

防火区画ライン（ＲＣ壁 厚180・厚160(校舎)）を示す
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NON

部　位 仕　　様

勾配屋根

外　部　仕　上　表

Ｗ　：木造下地

嵌合縦平葺き(屋根30分耐火FP030RF-1852(8)（参考）　太陽光パネル設置対応ハゼ

断熱バックアップ材:押出法ポリスチレンt=40 (3種aD)
改質アスファルトルーフィングt=1.0　木毛セメント板t=25

部　位 仕　　様

内　部　仕　上　表

階 室名 床 下地 FL 巾木 壁 下地 天井 下地 CH 廻縁 備考

部　位 仕　　様

外壁 庇

共
通 階段室

塩ビシート張り t=2.0　モルタル金こて　 C ±0 岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5 塩ビ製2700
～

2500

LGS塩ビ製
H60 C

LGSPB9.5+12.5　EP塗

PB9.5+12.5　GL工法　EP塗

手摺-２段

ＤＳ・ＰＳ
ＥＰＳ

コンクリート金こて C -30 -
-

Cコンクリート打放し コンクリート打放し - -

ＰＳ
コンクリート金こて C -30 -

-
Cコンクリート打放し コンクリート打放し - -

ＬＧＳ表し

陸屋根 屋根保護防水密着工法 A-1
保護コンクリート厚80　金こて押さえ（溶接金網６Φ-100＃）絶縁シート
アスファルト防水層コンクリート金こて

防水型複層塗材E塗 下地調整材塗 コンクリート打放し

部　位 仕　　様 部　位 仕　　様 耐火リスト

防水モルタル金こて　塗膜防水（X-2）
排水溝共

スロープ

スロープ用塗床　モルタル金こて　

防水型複層塗材E 吹付 下地調整材塗 コンクリート打放し

床：

立上り壁：

巾木： コンクリート打放し　撥水材塗

スロープ手摺：

エントランス
ポーチ

300角タイル張り　モルタル金こて　床：

部　位 仕　　様

渡り廊下

屋根 塩ビシート防水 t=1.5　機械的固定工法 SI-M2

パラペット アルミ笠木

立上り部:塩ビシート防水 t=1.5　接着工法 S-F2　コンクリート打放し

外壁 押出成形セメント板t=60　防水型複層塗材E塗

軒天 ケイ酸カルシウム板t=6.0 目透し張　外装薄塗材Ｅ吹付　屋外型LGS下地 

渡
り
廊
下

2.3階
渡り廊下

塩ビシート張り t=2.0　モルタル金こて　 C ±0 岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5 塩ビ製LGS塩ビ製
H60 C

LGSPB9.5+12.5　EP塗

PB9.5+12.5　GL工法　EP塗

［塗装記号］ ［認定番号：不燃材料，　準不燃材料，　難燃材料等］
PB（せっこうボ－ド）（ｔ=12.5）：不燃ＮＭ－8619

PB（せっこうボ－ド）（ｔ=9.5） ：準不燃ＱＭ－9828

［下地記号］
Ｃ　：鉄筋コンクリ－ト
ＣＢ　：コンクリ－トブロック
ＬＧＳ：軽量鉄骨下地

EP：合成樹脂エマルションペイント塗

化粧PB（化粧せっこうボ－ド）（ｔ=9.5） ：準不燃ＱＭ－0524
ＭＲ（メラミン化粧板）（ｔ=3.0） ： 不燃ＮＭ－2183

SOP：合成樹脂調合ペイント塗
CL：クリアーラッカー塗

一部：コンクリート打放し　EP塗

スロープ用塗床　防水モルタル金こて　床：

2段ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ-アルミ製38Φ（半硬質耐候樹脂）　他SUS製

岩綿吸音板張t=9.0 ：不燃ＮＭ－8599
化粧珪酸ｶﾙｼｳﾑ張t=6.0：不燃ＮＭ－4227

AL：アルミ製

軒天 ケイ酸カルシウム板t=6.0 目透し張　外装薄塗材Ｅ吹付　屋外型LGS下地 

防水型複層塗材E 吹付 下地調整材塗 コンクリート打放し壁：

巾木： コンクリート打放し　撥水材塗

ポーチ手摺： 2段ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ-アルミ製38Φ（半硬質耐候樹脂）　他SUS製

軒天 ケイ酸カルシウム板t=6.0 目透し張　外装薄塗材Ｅ吹付　屋外型LGS下地 

2500

体育館 柱・壁・床-RC造　梁-RC造　
R階梁-S造＊アリーナ部-告示第 1399 号-第4-3-ﾍ適用　
R階梁他-S造 耐火被覆厚25 1時間耐火-FP060MB-9408（参考）

渡り廊下 柱-1階　耐火塗料- 1時間耐火-FP060CN-0788（参考）
柱-他 耐火被覆厚25 1時間耐火-FP060MB-9408（参考）
壁　 押出成形セメント板t=60 1時間耐火-FP060NE-9037（参考）
床・屋根　デッキコン-1時間耐火-FP060FL-9095（参考）

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

仕上表（1）

S =　

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

耐火間仕切-硬質PB9.5+強化PB12.5：FP060NP-0448(1)

ガルバリウム鋼板：不燃ＮＭ－8697

特記事項

＊使用する建材は、全てＦ☆☆☆☆とする。
＊石綿とクロルピリホスを使用しない。

＊二重張り仕様
一般部：PB9.5+PB12.5+LGS+PB12.5+PB9.5
耐火間仕切（FP060NP-0448(1)）：硬質PB9.5+強化PB12.5+LGS+強化PB12.5+硬質PB9.5

＊防火上主要な間仕切壁は小屋裏または天井裏に達すること

＜竪穴区画＞

＜異種用途区画＞
＊駐車場と体育館用途間

＜面積区画＞

＊内部階段、ＥＶ

＊各棟間、体育館は1階と他階間
＜避難階段＞
＊内部階段、外部階段　計２ヶ所

A-23

パラペット

乾式保護材 専用アルミ水切り+押出成形セメント板t=15

アルミ笠木

たて樋 AL製-89Φ バンドレスタイプ

軒樋 AL製-W162　軒といドレイン・SUS製受金物・止水・継手・エキスパンション

排水カバー・ルーフドレイン・中継ドレイン共

（外柱共）

軒天 45分準耐火構造認定品 パルプ繊維混合セメント板t=14　外装薄塗材Ｅ吹付　
屋外型LGS下地 

巾木 コンクリート打放し　撥水材塗

（駐車場） 天井スラブ面：外装薄塗材Ｅ吹付 コンクリート打放し
　　梁　　面：防水型複層塗材E塗 下地調整材塗 コンクリート打放し

フッ素溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板t=0.4（裏貼:ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt=4）



NON

内　部　仕　上　表

階 室名 床 下地 FL 巾木 壁 下地 天井 下地 CH 廻縁 備考

エントラン
スホール

塩ビシート張り t=2.0　モルタル金こて　 C ±0 LGS 岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5 塩ビ製1 2700PB9.5+12.5　EP塗 LGS塩ビ製
H60

3

CPB9.5+12.5　GL工法　EP塗

床見切縁:SUS

一部:300角タイル張り　モルタル金こて　 C

2 ホール
廊下

塩ビシート張り t=2.0　モルタル金こて　 C ±0 LGS 岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5 塩ビ製2700LGS塩ビ製
H60

C

LGS

硬質PB9.5+強化PB12.5　EP塗　 床見切縁:SUS

準備室

塩ビシート張り t=2.0　モルタル金こて　 C ±0 岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5 塩ビ製2700LGS塩ビ製
H60

（M）WC
塩ビシート張り t=2.0　モルタル金こて　 C ±0 LGS 塩ビ製2500LGS専用見切

アルミ製

C

LGSPB9.5+12.5+MR化粧板t=3.0　　

PB9.5+12.5+MR化粧板t=3.0　　GL工法　

硬質PB9.5+強化PB12.5+MR化粧板t=3.0　 面台・汚垂れ床・トイレブース・隔て板 ・棚
設備工事：便器・洗面ｶｳﾝﾀｰ・鏡

（W）WC
塩ビシート張り t=2.0　モルタル金こて　 C ±0 LGS 塩ビ製2500LGS

LGSPB9.5+12.5+MR化粧板t=3.0　　

PB9.5+12.5+MR化粧板t=3.0　　GL工法　

硬質PB9.5+強化PB12.5+MR化粧板t=3.0　 面台・トイレブース 棚
設備工事：便器・洗面ｶｳﾝﾀｰ・鏡

床見切縁:SUS

床見切縁:SUS

バリアフ
リーWC

塩ビシート張り t=2.0　モルタル金こて　 C ±0 LGS 塩ビ製2500LGS塩ビ製
ｶﾞｰﾄﾞ巾木
H300

LGSPB9.5+12.5+MR化粧板t=3.0　　

硬質PB9.5+強化PB12.5+MR化粧板t=3.0　 棚
設備工事：便器・手洗い・鏡・オストメイト
手すり

C

アリーナ

スポーツシート張り t=6

鋼製床下地　＊輻射式床暖システム

C ±0 天井(野地板）:現し 木製ー木製
H100

コートライン引き・体育器具・防球ネット

＊鉄部ＳＯＰ塗

ー

ステージ

複合フローリング張り t=18　ｻﾝﾀﾞｰ掛け３回 UC塗

鋼製床下地

C ±0 ブドウ棚 木製ー木製
H100

プロセニアムアーチ・緞帳

＊鉄部ＳＯＰ塗

ー

PB9.5+12.5　EP塗

PB9.5+12.5　GL工法　EP塗

LGS

C

LGS

硬質PB9.5+強化PB12.5　EP塗　

PB9.5+12.5　EP塗

PB9.5+12.5　GL工法　EP塗

C

C

倉庫
（1）
（2）

C ±0 化粧PB張t=9.5 塩ビ製3600LGS木製
H100

LGSPB9.5+12.5　EP塗

ホール
廊下

塩ビシート張り t=2.0　モルタル金こて　 C ±0 LGS 岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5 塩ビ製2700LGS塩ビ製
H60

C

LGS

硬質PB9.5+強化PB12.5　EP塗　

PB9.5+12.5　EP塗

PB9.5+12.5　GL工法　EP塗

ｶｰﾃﾝBOX・ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

ｶｰﾃﾝBOX・ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

更衣室
（M）（W）

塩ビシート張り t=2.0　モルタル金こて　 C ±0 LGS 塩ビ製2500LGS塩ビ製
H60 LGS

硬質PB9.5+強化PB12.5　EP塗　

PB9.5+12.5　EP塗

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

2500

ユニットシャワー：0812

ＥＶ
ホール

塩ビシート張り t=2.0　モルタル金こて　 C ±0 岩綿吸音板張t=9.0+PB9.5 塩ビ製2500LGS塩ビ製
H60

CPB9.5+12.5　GL工法　EP塗

備蓄
倉庫

塩ビシート張り t=2.0　モルタル金こて　 C ±0 LGS 塩ビ製2500LGS塩ビ製
H60

C

硬質PB9.5+強化PB12.5　EP塗　

PB9.5+12.5　GL工法　EP塗

化粧PB張t=9.5

階段下
倉庫

塩ビシート張り t=2.0　モルタル金こて　 C ±0 -塩ビ製
H60 C

LGSPB9.5+12.5　EP塗

PB9.5+12.5　GL工法　EP塗

＊段裏ＥＰ塗　下地調整材塗 --

椅子運搬車

有孔シナ合板張りt=12 目透し張り　CL塗
寒冷紗張+GWt=50　木胴縁+LGS

ｷｬｯﾄｳｫｰｸ

塩ビシート張り t=2.0　モルタル金こて　 C ±0 木製
H120

C有孔シナ合板張りt=12 目透し張り　CL塗
寒冷紗張+GWt=50　木胴縁+LGS

木製ー

＊鉄部ＳＯＰ塗

ー ｶｰﾃﾝBOX・ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

専用見切
アルミ製

タラップ

一部SUS製

下足入

ｶｰﾃﾝBOX・ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

ミニキッチン

階段・手摺

天井(野地板）:現し

Ｗ　：木造下地

［塗装記号］ ［認定番号：不燃材料，　準不燃材料，　難燃材料等］
PB（せっこうボ－ド）（ｔ=12.5）：不燃ＮＭ－8619

PB（せっこうボ－ド）（ｔ=9.5） ：準不燃ＱＭ－9828

［下地記号］
Ｃ　：鉄筋コンクリ－ト
ＣＢ　：コンクリ－トブロック
ＬＧＳ：軽量鉄骨下地

EP：合成樹脂エマルションペイント塗

化粧PB（化粧せっこうボ－ド）（ｔ=9.5） ：準不燃ＱＭ－0524
ＭＲ（メラミン化粧板）（ｔ=3.0） ： 不燃ＮＭ－2183

SOP：合成樹脂調合ペイント塗
CL：クリアーラッカー塗

岩綿吸音板張t=9.0 ：不燃ＮＭ－8599
化粧珪酸ｶﾙｼｳﾑ張t=6.0：不燃ＮＭ－4227

AL：アルミ製

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

仕上表（2）

S =　

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

耐火間仕切-硬質PB9.5+強化PB12.5：FP060NP-0448(1)

A-24

化粧PB張t=9.5

化粧PB張t=9.5

化粧PB張t=9.5

化粧PB張t=9.5

C

C

クロス張り
ラワン合板t=5.5+構造用合板t=12+GWt=50　LGS

保護マット張りt=50  構造用合板t=12　LGS

有孔杉羽目板張りt=15　CL塗
寒冷紗張+GWt=50　木胴縁+LGS

有孔杉羽目板張りt=15　CL塗 木製ー
LGS
木

寒冷紗張+GWt=50

構造用ラワン合板t=12+12

鋼製床下地
構造用ラワン合板t=12+12
スポーツシート張り t=6

構造用合板t=12
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徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

屋根伏図

1:100S =

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

A-28
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徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

渡り廊下-平面図

1:100S =

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

防

防

防

防

A-29



1 2 3 4 5 6 7 8

6 , 2 0 0 5 , 8 0 0 5 , 8 0 0 5 , 8 0 0 5 , 8 0 0 5 , 8 0 0 5 , 8 0 0

屋根

軒樋

竪樋

庇

打継

外壁

外壁

巾木

巾木
┗

巾木

竪樋

梁天

庇

打継

誘発

外壁

梁天

┗

設備工事

軒樋-EXP,J

高さ制限
表示板

誘発
誘発

耐震スリット
構造図参照

換気棟棟包み 換気棟 棟包み
＊3階非常用進入口

南 立面図  1:100

□　立面リスト

仕様凡例

屋根 金属嵌合縦平葺き

アルミ製+乾式保護材

AL製-W162

AL製-89Φ 

防水型複層塗材E塗 下地調整材塗
コンクリート打放し

軒樋

竪樋

笠木

外壁

仕様凡例 仕様凡例

防水型複層塗材E塗 下地調整材塗
コンクリート打放し庇

塗膜防水 防水モルタル金こて梁天

＊立上り共

巾木 コンクリート打放し　撥水材塗

┗

打継

誘発

シーリング:PU-2-15×20

シーリング:PU-2-15×15

換気棟換棟

棟包み棟

1 2 3
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1FL
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玄関部 立面図  1:100
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屋外階段部 立面図  1:100

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

立面図（南）

1:100S =

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号

有効開口W750xH1530 有効開口W750xH1530
＊3階非常用進入口

有効開口W750xH1530
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コーナーガード：塩ビ製-L1000×W35

＊3階非常用進入口＊3階非常用進入口
有効開口W750xH1530
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巾木

スロープ部 立面図  1:100

□　立面リスト

仕様凡例

屋根 金属嵌合縦平葺き

アルミ製+乾式保護材

AL製-W162

AL製-89Φ 

防水型複層塗材E塗 下地調整材塗
コンクリート打放し

軒樋

竪樋

笠木

外壁

仕様凡例 仕様凡例

防水型複層塗材E塗 下地調整材塗
コンクリート打放し庇

塗膜防水 防水モルタル金こて梁天

＊立上り共

巾木 コンクリート打放し　撥水材塗

┗ コーナーガード：TPE製-L1000×W35
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徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

立面図（東）

1:100S =

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号
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□　立面リスト

仕様凡例

屋根 金属嵌合縦平葺き

アルミ製+乾式保護材

AL製-W162

AL製-89Φ 

防水型複層塗材E塗 下地調整材塗
コンクリート打放し

軒樋

竪樋

笠木

外壁

仕様凡例 仕様凡例

防水型複層塗材E塗 下地調整材塗
コンクリート打放し庇
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B通 立面図  1:100

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

立面図（北）

1:100S =

工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号
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□　立面リスト

仕様凡例

屋根 金属嵌合縦平葺き

アルミ製+乾式保護材

AL製-W162

AL製-89Φ 

防水型複層塗材E塗 下地調整材塗
コンクリート打放し

軒樋

竪樋

笠木

外壁

仕様凡例 仕様凡例

防水型複層塗材E塗 下地調整材塗
コンクリート打放し庇

塗膜防水 防水モルタル金こて梁天

＊立上り共

巾木 コンクリート打放し　撥水材塗
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シーリング:PU-2-15×15

換気棟換棟

棟包み棟

徳島県立国府支援学校体育館棟新築工事のうち建築工事

立面図（西）
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工事名

名　称

図　番 　　年　　月

剛特　　記　：
株式会社      建築事務所     速 水　可 次

徳島県県土整備部営繕課
徳島市末広３丁目３－３　　 １級建築士登録

FAX     088-622-0885

TEL     088-622-0883         第 102935 号
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